
冒頭挨拶

ご紹介に与りました石田勇治でございます。本日の主宰
者、ドイツ・ヨーロッパ研究センター（DESK）のセン
ター長を以前務めたことがあり、また本日取り上げる3冊
の論文集、シリーズ「現在ドイツへの視座―歴史学からの
アプローチ」（勉誠出版）の編集代表を務めました。
本日はお忙しいなか、ご参集下さいまして、まことにあ
りがとうございます。コメントを下さるパネリストの皆さ
ん、リプライをしていただく編集委員の皆さん、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
私どもドイツ・ヨーロッパ研究センター（DESK）は、

2000年にドイツ学術交流会（DAAD）のご支援を得て東京
大学駒場キャンパスに設置されました。それ以来、ドイ
ツ・ヨーロッパ研究に携わる研究者を多数輩出する一方
で、多くの学生・院生たちにドイツでの現地調査・研修な
どの機会を提供してきました。当センターが、東京大学大
学院総合文化研究科内に設置した独自の教育プログラムと
して、修士課程に「欧州研究プログラム」が、博士課程に
「日独共同大学院プログラム」（IGK）がございます。本日
の3冊は、後者のプログラムが、2007年から10年間、ドイ
ツのハレ大学をパートナー校として実施した国際共同教
育・共同研究の成果の一部をまとめたものです。
さて、本シリーズは、次の三つの観点から現代ドイツに
アプローチするとうたっております。1）想起の文化とグ
ローバル市民社会、2）ナチズム・ホロコーストと戦後ド
イツ、3）ドイツ市民社会の史的展開。これらはいずれも、
多様で重層的な歴史経験の上に成り立つ現代のドイツを理
解する上で欠くことのできない論点を成していると思いま
す。
全体で44本からなる収録論文の大半は歴史学の研究とな
りますが、執筆者は本プログラムに関わった日独双方の教
員や関係者、院生諸氏の手によるものです。ドイツ側から
は14名の研究者にご寄稿いただきましたが、その中には
リュールップ、コッカ、ヤラウシュ、ヘットリング、ゴー
ゼヴィンケル、ユーライト、ヴァーグナーといったドイツ
の歴史学を代表する著名な歴史学者がおられ、それが本シ
リーズの特長のひとつとなっています。
シリーズ完結までに長い時間がかかりました。本来でし

たら、第1巻が刊行された2016年に3巻揃って上梓したかっ
たのですが、種々の事情で叶わず、結局2020年秋に残りの
2巻を刊行して完結いたしました。出版にあたり DAADか
らのご支援をいただきました。刊行の時期がドイツ統一30

周年と重なったこともあってか、出版社の方のお話による
と、大変よく売れているとのことで、まことにありがたい
限りです。
ただひとつ、とても残念なことですが、執筆者の一人
で、日独共同大学院プログラムに院生として、またドイ
ツ・ヨーロッパ研究センター特任助教として参加された増
田好純氏（北星学園大学准教授）が2021年1月26日、ご病
気でお亡くなりになりました。生きておられたら今日の議
輪を大いに盛り上げてくれたはずです。心よりご冥福をお
祈り申し上げます。

* *　*　*　*

コメント

紀　愛子
（早稲田大学非常勤講師）

私は研究テーマとして、ナチ政権下のドイツにおいて行
われた強制断種政策、ならびに精神病院における殺害（い
わゆる「安楽死」）、さらにこれらの過去をめぐる「過去の
克服」―特に、被害者や遺族に対する戦後補償や、記念
碑・記念館の建設など―について扱っております。この強
制断種や「安楽死」は、主にドイツ人に対して、病や障害
を理由として行われた犯罪であり、ホロコーストとは異な
る「過去」ではありますが、ナチ犯罪とその克服に対して
関心を持っているという点から、本日お招き頂いたことと
認識しております。
本日はそのような、ナチ犯罪とその「過去の克服」に関
心を持つ者の視点から、特に第2巻『ナチズム・ホロコー
ストと戦後ドイツ』に焦点を当ててコメントさせて頂きま
す。
まず、第2巻に関するコメントに入る前に、本シリーズ
全体の利点と特徴について述べさせて頂きたいと思いま
す。
私事の話から入って恐縮なのですが、このシリーズの第
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1巻が刊行された時、私はちょうど博士論文を執筆してお
りました。当時は、ナチ体制期の強制断種・「安楽死」の
被害者や遺族が戦後、どのような問題に直面したのか、と
いう点について執筆していまして、戦後ドイツにおける
「記憶」や「想起」の問題が大きく関わるテーマを扱って
おりました。しかし、「記憶」や「想起の文化」について
は、欧米でも研究が多いだけに、自分自身がどのようなア
プローチで取り組むべきか、暗中模索の状態でした。そう
した中、本シリーズ第1巻『想起の文化とグローバル市民
社会』を拝読したのですが、第1巻ではまさに、ナチズム
の過去をめぐる「想起の文化」の諸相が、様々なアプロー
チから描き出されており、このテーマを扱う上でどのよう
な視点があり得るのか、どのような切り口や先行研究があ
るのか、といった点について、非常に多くの示唆を頂きま
した。
私の経験談から入ってしまいましたけれども、私は、本
シリーズの最大の利点はまさに、ナチズムとその「過去の
克服」を考える上での「見取り図」の一つになる、という
点だと感じております。ナチズムやホロコースト、その過
去をめぐる「想起の文化」や「和解」、「償い」に関して
は、すでに多くの研究蓄積がありますが、研究が充実して
いるがゆえに、全体を俯瞰しづらかった面があると思いま
す。しかし本書において、そうしたキー概念の中に、どの
ような個別具体的なテーマが内包されているのか、どう
いったアプローチがあり得るのかが示されたことにより、
全体を把握しやすくなったのではないかと感じます。
また、一つのテーマに対して複数の論者による論文が収
録されているため、多角的な考察がなされています。歴史
学のみならず、当事者に近い立場の論者による論考や、人
類学の立場からの研究など、学際的な研究による多角的視
点が取り入れられているのも、このシリーズの特徴だと考
えております。
今回、私が特に注目した第2巻も、「近代」やレーベンス
ラウム、諸外国とホロコーストの関係、ナチ犯罪追及や補
償問題など、ナチズム・ホロコースト研究、そして戦後に
おける「過去の克服」研究に関するキーワードが多数扱わ
れており、また、それが個別具体的なテーマに対するアプ
ローチによって精緻に描出されています。時間の都合もあ
りますので、個々の論文を掘り下げてというよりは、各部
ごとに簡単にコメントさせて頂いたうえで、最後にシリー
ズ全体を通しての論点について述べたいと思います。
第2巻では、ナチズムを考えるうえで重要な「両義的近
代」や「民族共同体」という概念から始まり、第二次世界
大戦におけるドイツの侵略とホロコーストの諸相、さら
に、これらの負の過去に対する戦後ドイツの取り組みにつ
いて、司法、補償、「想起の文化」といった視点からの考
察がなされています。

第1部「両義的近代へのアプローチ」では、ナチズムと
近代との関係性という問題意識から出発した研究が収録さ
れています。ナチズムと「近代」との関係については、本
書の序文でふれられているように、「近代文明はホロコー
ストの必要条件であった」とするバウマン、近代の両義性
を「ヤヌスの顔」と表現したポイカートらを中心として、
度々議論されてきました。この問題について第1章では、
ヴァイマル期の「教育刑」に焦点を当てて考察されていま
す。この「教育刑」が各州で実施される過程では、近代の
「解放」的側面がそぎ落とされ、「抑圧」的側面のみが活用
されていった、ということから、「近代化が貫徹すること
によってホロコーストへと続く道が整えられていった」と
いう見方だけでは、この教育刑の展開について説明できな
い、と指摘されています。ナチズムやホロコーストとの関
連では、近代の「負の側面」、つまり抑圧的な側面のみに
注目してしまいがちですけれども、「解放」的側面がある
からこその「両義性」なのだということが再確認できまし
たし、犯罪者に対する刑罰と「科学」との関係、という点
でも示唆に富んだ章であると感じました。
第2章・第3章では、どちらも「民族共同体」が一つの
キーワードになっているかと思います。第2章では、強制
収容所に対するドイツ国民の態度について扱われています
けれども、民族共同体からの排除に対して、「排除されな
い側」がどのような態度を取ったのか、という問題として
捉えることも出来るのではないかと思います。第3章では、
民族共同体という紐帯の形成過程が、市民の日常に即した
「防空共同体」という具体的な対象によって検証されてい
ますが、この２本の論文はいずれも、「市民」の側から見
たナチ体制が描かれており、ロバート・ジェラテリーが
『ヒトラーを支持したドイツ国民』（邦訳：根岸隆夫訳、み
すず書房、2008年）で示した、「下からの」体制支持や協
力という視点が、より具体的なアプローチによって強化さ
れたといえるのではないかと思います。
この第1部は、ヴァイマル期～ナチ体制期の連続性につ
いて、排除と包摂についてなど、様々な角度から読むこと
が出来るのですけれども、一点、欲張りなことを申します
と、この部のテーマとなっている「近代との関係」につい
ては、第一部を通してのまとめのようなものがあれば有難
いと思いました。強制収容所とドイツ市民の関係、民族共
同体の形成の問題から、近代の両義性について新たに見え
てくる知見について等、編者の方々のお考えがあれば、
伺ってみたく存じます。
第2部「第二次世界大戦とナチズム・ホロコースト」で
はまず、ナチ政権の膨張政策におけるキーワードの一つと
なったレーベンスラウムという概念と、「ドイツ民族」の
創造について、ドイツの研究者の視点から2本の論文が収
録されています。これら2本の論文では、人間の「ゲルマ
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ン化」は不可能だという前提のもと、征服した地の住民は
基本的に排除・絶滅させるという、ナチ・ドイツの侵略政
策における基本姿勢が、非常にクリアに示されておりま
す。
第2部ではさらに、ドイツ以外の国々とホロコーストと
の関係についても取り上げられておりますが、この、諸外
国とナチズム・ホロコーストとの関係性について、様々な
国から考えるという点は、第2巻のみならず本シリーズ全
体の利点であり特色であると思われます。第2巻において、
ナチ・ドイツに最初に侵攻された国であるポーランド、中
立国スイスが扱われているだけでなく、第1巻第6章におい
ては占領されたフランスの対独協力について、また第1巻
第5章では、併合されたオーストリアの歴史認識について
もふれられており、様々な立場の国からの考察がなされて
います。『ホロコースト・スタディーズ：最新研究への手
引き』（ダン・ストーン著、武井彩佳訳、白水社、2012年）
においてすでに、「ホロコーストも汎ヨーロッパ的現象で
あった」と述べられ、「複数のホロコースト」という言葉
が用いられているように（同書26頁）、諸外国のホロコー
スト関与の在り方を明らかにし、国際的な視点でホロコー
ストを捉えていくことは重要な課題となっていると思いま
すけれども、本シリーズを通して、ホロコーストとその後
の歴史認識をグローバルに捉える基盤が整えられつつある
ように思いました。
第3部では、「ナチズムと戦後ドイツ」と題し、司法によ
るナチ犯罪訴追、戦争賠償と「ナチ被害者に対する補償」
の問題、そして第1巻にも通じる「想起の文化」について、
テーマごとに扱われています。この第3部は、私の研究上
の関心という点でも特に興味深く拝読しましたので、個別
の論文にも少し立ち入ってコメントさせて頂きたいと思い
ます。また、他の巻に収録の論文とあわせて読むとより理
解が深まる部分もありましたので、「司法」、「補償」、「想
起の文化」という3つのカテゴリーに分け、他の巻の論文
も絡めながら、コメントさせて頂きたいと思います。
まず司法について、第8章の「戦後ドイツ司法によるナ

チ犯罪追及」では、ドイツが自国の司法によってナチ犯罪
を裁いてきたという点を重視し、ドイツ司法による刑事訴
追がどのように行われてきたのかという点が描かれていま
す。その中では、多くの者が主犯でなく「ほう助犯」とさ
れるなど、成果が限定的であった一方で、ナチの司法犯罪
への認識の変化や、ナチ犯罪の実態解明、知識の集積とい
う点での貢献があったことが指摘されています。
この自国司法による裁きに対して、第1巻第16章では、
国際刑事司法の問題が取り上げられます。米英仏ソ４か国
により、主要戦争犯罪人を被告として行われたニュルンベ
ルク国際軍事裁判に対して、ドイツは当初懐疑的な姿勢を
示していましたが、1990年代以降に変化が訪れ、国際刑事

裁判所設立につながる国際刑事司法に貢献した裁判として
の肯定的な評価へと変わっていくことになります。こうし
た国際刑事司法の発展においても、自国司法の裁きが意義
を有しているとの指摘は、二つの司法の相互影響関係とい
う点で興味深く拝読しました。
以下は、単純な興味に基づく質問になってしまうのです
が、第1巻第16章では、国際刑事司法への批判的姿勢が
1980年代末まで変わらなかったと指摘されています。1980

年代といえば、1968年世代の台頭などに伴い、補償政策や
歴史認識の面でも進展や変化があった時代だと思うのです
が、そうした変化に鑑みると、この時期においてもニュル
ンベルク裁判という過去に対する認識に変化が見られない
のは、ある意味で頑なな姿勢にも思えます。国際的な運動
であった1968年運動や世代交代を経ても、国際刑事司法に
対する姿勢にはあまり変化はなかったのか、また、西ドイ
ツという国家としての政治的姿勢と、国内の世論との間に
乖離などはあったのか、という点について、福永先生にご
教示を賜れたら幸いです。
次に、補償についてです。第10章では、ドイツ在外財産
に着目して、被害の補償の枠組みが、戦争賠償から「ナチ
の不法に対する補償」へと移行していく過程が描かれてい
ます。その中では、ドイツ在外財産の返還が、「戦争賠償
からの解放」であった、という指摘がなされていますが、
在外財産の経済的な価値よりも、「ナチ不法に対する補
償」へと移行したことを示すシンボル的な意味合いが強
かったことが指摘されています。
この章を読んで深く考えさせられたのは、「道義」とい
う言葉の含意についてです。第10章では、外国籍のナチ被
害者に対する補償に関して、西ドイツは法的な救済義務を
認めず、「道義」的な配慮であるとの姿勢を示していた、
と指摘されています。我田引水になってしまいますが、こ
のレトリックは、「安楽死」の犠牲者遺族や、強制断種政
策の被害者に対する補償でも用いられています。彼らに対
する補償は、法的な請求権が認められていないのですが、
この点は被害者団体から強く批判されています。こうした
文脈において、「道義」とは、「法的義務はないけれども、
自発的な意思として支払う」というような、ある意味では
消極的な意味合いを持つもののように思われます。これは
質問というより、漠然とした感想になってしまうのですけ
れども、補償問題において、「道義的責任」はよく聞く言
葉ですが、そこでいう「道義」とは何なのか？ということ
を、第10章を通して深く考えさせられました。
最後に、「想起の文化」についてです。第14章では、シ
ュタインマイヤー大統領がポーランドで行った演説を取り
上げながら、ドイツの「過去の克服」の発展の道程、そし
て「想起の文化」の今後についても言及されています。こ
の章は、第三部の個別テーマに通底する時代背景を整理す
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るとともに、「想起の文化」をメインテーマとした第1巻と
の橋渡し的な役割も果たしているように感じられます。
第14章の最後では、戦争体験世代が退場する中で、どの
ように記憶を引き継ぐかという問題についても言及されて
います。記憶のグローバル化が進むがゆえに、ホロコース
トの唯一性が薄れ、歴史修正主義的な動きも出てくること
が予想されますが、こうした今後のグローバル時代におけ
るナチズム・ホロコーストの記憶、そこで生じてくる歴史
修正主義の問題については、本シリーズを起点として、今
後ますます議論されていくのではないかと感じました。
以上、雑多にコメントする形になってしまいましたが、
第2巻の各部について、まとめつつコメントさせて頂きま
した。最後に、巻をまたいだ、シリーズ全体に関する論点
を、2点述べさせて頂きたいと思います。
まず、償い、想起、和解に関してです。第2巻、また第1

巻の「想起の文化」においても同様のことがいえるかと思
いますけれども、本シリーズでは、ドイツ人による、外国
籍の者に対するナチ犯罪をめぐる和解や償い、想起が主に
取り上げられている印象を受けます。これは、本シリーズ
の中では「グローバル」な視点が重要なキーワードでもあ
りますので、ドイツと他国との関係性という点に焦点が当
たるのは当然であり、先にも申し上げた通り、ポーラン
ド、スイス、オーストリアなど、様々な国が取り上げられ
ている点が、このシリーズの利点にもなっていると思いま
す。
一方で、ドイツ人による、ドイツ人被害者に対する犯罪
の和解や償いと比較した時、何が見えてくるか、という点
は、今後の論点として提起できるように思いました。
ここで、少し文脈は違いますけれども、第1巻第7章、磯
部先生のご論文「植民地支配の記憶」から、印象的な文章
を引用したいと思います。この章で扱われているのはナチ
犯罪の過去ではなく、植民地の過去ですけれども、ドイツ
に植民地化されていたナミビアの外相の言葉として、以下
の言葉が引用されています。「ドイツはイスラエル、ロシ
アあるいはポーランドには謝罪をした。それは［ホロコー
ストにおける］被害者が皆白人だったからだ。我々は黒人
であり、もしそこにドイツが謝罪できない理由があるとす
れば、それこそ人種主義である」（第1巻157頁）。ここでは、
「過去」の間にも格差があり、責任を負い謝罪するべき過
去と、その優先順位が低い過去が存在することが示唆され
ています。この場合は、ナチ犯罪の過去と植民地の過去と
の間の落差、という文脈ですけれども、被害者の属性や、
その属性に対する差別意識が、その後のドイツ側の取り組
みに格差・落差をもたらす、という点では、ナチ犯罪の過
去の間の格差とも通じるのではないかと思います。
その意味で、例えばセクシャリティを理由に迫害された
ドイツ人の同性愛者、宗教的理由に基づき迫害されたドイ

ツのエホバの証人信者たちなど、ドイツ人被害者に対する
取り組みと、他国の被害者に対する取り組みとを比較した
とき、被害者の属性による「過去の克服」の格差・落差
が、浮き彫りになってくるのではないかと感じました。
個人的には、これまで、国内の被害者である強制断種被
害者や「安楽死」犠牲者遺族の問題を扱う中で、彼らに対
する補償政策や想起の文化の発展はとにかく遅く、他の被
害者グループよりも大きく後れをとっていると感じており
ました。しかし今回、このシリーズを拝読していくと、他
国における歴史認識の変化も、かなりの時間を要している
ように思いました。時期的な早い /遅いを見るだけでな
く、その取り組みのあり方の、より細かい中身も比較検討
していかなければならないと、本シリーズから考えさせら
れました。
次に、ナチ犯罪をめぐる「過去の克服」と、市民社会の
発展との関係性についてです。
これは以前から強く感じており、本シリーズを拝読して
さらにその思いを強めたのですけれども、戦後ドイツの
「過去の克服」は、市民たちによる「下からの」力が非常
に強いと感じます。特に私の扱っている強制断種や「安楽
死」の問題に関して言えば、事態が動いていくのは1980年
代からなのですが、そこでも、市民が下から政府を動かし
ていくという展開が多々見られます。特に第1巻で扱われ
ている想起の文化においても、そうした市民の力は強く感
じ取れます。
この「市民の力」がどこから来るのか、これがドイツの
市民社会に特徴的な力なのか、という点について、私自
身、ずっと疑問に感じていました。本シリーズを拝読し
て、やはり第3巻で扱われる市民社会の展開と関係がある
と感じましたし、実際、第3巻第7章では、1968年運動が
「過去の克服」に与えた影響についても示唆されています。
ただ一方、様々な面で「過去の克服」が活発化してくる

1980年代以降、市民の存在感がさらに増していくと思うの
ですけれども、この時期の市民社会と「過去の克服」「想
起の文化」は、どのような影響関係にあったのか、という
点について、少し詳しくお伺いできたらと思いました。こ
の時期、市民社会の発展という点で、特筆すべき変化が
あったのかどうか、あったとしたらそれは想起の文化や過
去の克服にどのような影響を及ぼしたのだろうか、という
点について、コメントをお伺いできたらと思います。
以上、第2巻を中心にと言いつつ、シリーズを通して雑
多な論点を提示してしまいましたけれども、私からのコメ
ントは以上とさせて頂きたいと思います。ありがとうござ
いました。

* *　*　*　*
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コメント

川﨑聡史
（日本学術振興会特別研究員PD）

『現代ドイツへの視座』のシリーズ完結に際して、心よ
りお祝いを申し上げます。この度は、第3巻を中心にコメ
ントいたします川﨑聡史です。まず私の経歴について簡単
に紹介させていただきます。私は、1960～ 70年代の西ド
イツにおけるローカルな抗議運動について博士論文で扱
い、2021年に東京大学で博士号を取得しました。戦後ドイ
ツにおける市民運動と行政の対応に関心を持っており、今
回はこうした背景からお話しさせていただきます。
まずは本書の目的と視点について改めて簡単に整理した
いと思います。
全体として本書は、18世紀末から現在までのドイツにお
ける市民性と市民社会の展開を、歴史研究の観点から考察
することを目的としています。この大きな目的に対して、
本書では主に三つのアプローチがとられています。まず18

世紀以降、一部は現代までを射程に入れたような、ドイツ
市民社会の発展に関する長期的分析です。次に20世紀ドイ
ツ特有の経験、特にナチズムと社会主義による二つの独裁
がドイツの市民社会とどのように関係したかが検討されて
います。ただ第2巻との関係から、本書ではナチズムを直
接扱った部分はやや少なめで、東ドイツに多くの紙幅が割
かれています。最後に現代日本へのインプリケーションを
含む日独比較の視点も提示されています。こうした複数の
視点によって、全体として立体的な内容構成になったこと
で、本書は幅広い読者にとって魅力あるものになったと思
われます。ドイツの市民、市民性、市民社会という多面的
で複雑な歴史的対象の奥深さと大きな展望を示したこと
で、本書が日本のドイツ市民社会研究に多大な貢献をした
ことは明らかです。
できることなら各章の内容とその魅力についてお話しし
たいのですが、他の書評者の方々が紹介されるため、割愛
してコメントと質問に入ります。この度は、リプライのた
めにいらっしゃっている方々の論文を中心にコメントいた
します。
まず辻英史先生の翻訳論文についてです。第1章のユル
ゲン・コッカの論文「変容する市民と市民性」は、市民の
概念史に関する優れた概説で、ドイツの中世後期から現代
に至る市民、市民性、市民社会の発展を端的にかつ広く俯
瞰しています。第2章のマンフレート・ヘットリングの論
文「文化システムとしての市民性」は、とても読み応えが
ありました。市民性を定義するものとしての文化システム
を多様な資料と文献をもとに概観しており、ドイツ市民層
の歴史研究の大家による深い洞察が魅力です。

両論文は共通して、多彩な特徴を持つ捉えにくい存在と
して市民を描いているため、結局のところ市民とは誰なの
かという問いに答えようとすると、いくつかの基準を挙げ
ることでその輪郭を描くことになります。市民とはある特
定の価値、理想、実践を内面化しており、それらの内容を
決める「文化システム」は、例えば恋愛への態度から一定
の社会参加意識に至る広い射程を持つものです。また市民
は、ある程度物質的に豊かであることと、最低限の自由主
義的な姿勢を持ち、特定の生活態度を守りつつも一定の変
化を受け入れる柔軟性があることが前提とされています。
このように市民は、多義的で含蓄のある言葉であるからこ
そ、様々な特性と関係させることができます。しかし、市
民はその特性を常に守る義務があるわけではなく、特定の
価値に拘束されないことも市民的な性質に含まれるという
点が非常に興味深いです。
質問として、移民社会における市民性についてお聞きし
ます。2020年時点でドイツには約2190万人の「移民の背
景」を持つ人々が生活しています。現在でも移民は貧困に
陥りやすい傾向にありますが、特に移民二世以上になると
非常に多様な生活をしており、一部はかなり豊かで市民的
な生活を送っています。こうした人々は、どのようにドイ
ツの市民性の歴史に組み込むことができるか、お考えがあ
ればお伺いしたく思います。
また本書を通じて市民の経済的側面は、それほど積極的
に検討されていません。経済的側面の過度な強調は、かつ
てのマルクス主義的理解のように資本家としてのブルジョ
アジーと市民を同一視することで、後者の多様性を切り詰
めてしまう危険を孕むでしょう。そのために全体として分
析は控えめになっているのかもしれませんが、それでも重
要であるように思われます。例えば、自らの富を誇示する
ような過度な贅沢を避けつつ、ある程度の外見や服装を整
えたり、あまりにも享楽的な娯楽ではなく、比較的文化的
なものを志向したり、教育や教養のための消費を重視した
りといったような、市民特有の経済活動も指摘されるで
しょう。市民の経済的側面について何か特徴があれば、お
聞かせいただけると幸いです。
次に、平松英人先生による第5章「長い19世紀における
ドイツ市民社会の歴史的展開」は、地方自治を通して市民
社会を扱っています。ケルンを例にして、市民による協会
と社交から市民的公共圏が形成され、理想としての「階級
なき市民社会」が、現実には「市民的な中間層社会」とし
て発展する過程が興味深いです。
お聞きしたいこととして、この論文で扱われた事例がよ
り広い歴史的文脈の中で占める位置と役割があります。ま
ず20世紀初頭までに形成された「市民的な中間層社会」や
自由主義的な都市市民層が、1918年の帝政崩壊後の社会で
果たす役割についてお伺いします。本論文で扱われた市民
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層のその後の展開は、第6章の白川先生による論文のテー
マであり、両方を合わせて拝読したことでさらに理解が深
まりました。白川論文で述べられているように、ケルンの
市民層も専門職化と多様化で社会的上昇を遂げたと見て良
いのでしょうか。また都市部で発展した市民社会は、いか
なる影響力を農村部で発揮したのでしょうか。都市市民の
協会など民主化作用を持つ団体が、その後、農村部でも浸
透していったとしたら、それはどのような展開を辿ったの
でしょうか。
またケルンの特殊性はどのようなものだったのでしょう
か。ケルンは大都市であり、比較的早い時期から工業化が
進んだ地域でもあります。さらにプロイセン領の中でも、
大土地所有者が大きな影響力を行使するような東プロイセ
ンなどと比較すれば、工業化から利益を得た市民層が強い
ことが指摘できます。またプロイセン領と他の邦国の都市
の発展には、どのような共通点と違いがあったのでしょう
か。ケルンが「長い19世紀」の市民社会において、いかな
る位置を占めたのかお伺いできれば幸いです。
次に川喜田敦子先生と石田勇治先生による第7章の論文

「第二次世界大戦後のドイツ」に入ります。この論文は、
19世紀以来の「古い市民性」に代わり、人権・公正・平
和・非暴力などを特徴とする「新しい市民性」が確立され
る過程として戦後ドイツ史を描いています。この論文は、
第1部で述べられた「市民的」とされうる価値の多様性を
具体的に示すものとして読めるでしょう。本章は、特に第
3章でディーター・ゴーゼヴィンケルが示した「シヴィリテ
ィ」の確立過程を扱ったものとして見ることもできます。
この「古い市民性」と「新しい市民性」の対立という点
から見ると、本論文で焦点が当てられたように1960年代に
世界各国で左翼の若者を中心に盛り上がった抗議運動であ
る68年運動は重要です。ただ論文への補足としてお話しし
ますと、同時期の他の主体による「新しい市民性」確立へ
の貢献も指摘したく思います。ここでは「市民」の意味転
換について、市民イニシアティヴおよび社会民主党の指導
的政治家を例に少し考えてみたいと思います。
市民・住民運動団体である市民イニシアティヴは、現
在、ドイツ市民社会の活発な主体です。しかし、この語自
体は、1950年代まであまり用いられず、使われる場合、市
民の行動そのものを意味しました。当初の市民イニシア
ティヴは、主にハイカルチャーを支援するもので、伝統と
の関係を含意していました。例えば、ミュンヘンのバイエ
ルン国立歌劇場（53年）やフランクフルト歌劇場（68年）
の再建に取り組んだ団体は、市民イニシアティヴと名乗っ
ていました。
「古い市民性」と親和性のあった市民イニシアティヴの
意味変容にとって重要な役割を果たしたのは、ノーベル賞
作家ギュンター・グラスでした。彼は、政党に属さない市

民を集め、選挙という具体的な機会に限定して短期的に活
動する「有権者イニシアティヴ」を設立しました。「有権
者イニシアティヴ」は、1967～ 69年に州議会と連邦議会
の選挙での成功を通じて、伝統と強い関係を持たない、生
活に近い具体的な問題に取り組む市民・住民運動団体とし
ての「市民イニシアティヴ」の普及に貢献しました。
さらに伝統との関係が薄い新しい「市民」理解は、時の
首相ヴィリ・ブラントと大統領グスタフ・ハイネマンに
よって新たに権威を獲得しました。それまでの伝統的で権
威主義的な「市民的徳目」は、「市民」概念ではなく「臣
民」概念に含まれるようになり、「市民」は服従したり規
律を守ったりするよりも、自ら社会的責任を引き受ける成
熟した存在として理解されるようになりました。特にブラ
ント政権は、自律した市民が政府の社会改革政策に積極的
に参加すると主張して、自らの民主的な正統性をアピール
しました。
ただブラントは、ハイネマンと「市民」理解について完
全に一致していたわけでもありませんでした。ブラント
は、1969年の施政方針演説で「若者は自らも国家と社会に
対する義務を負っていることを理解しなければならない」
と述べ1、60年代以後、活発化した若い市民に釘を刺して
いました。この点では、ハイネマンの方がより急進的でし
た。71年に彼は次のように述べて、市民の自律性を重視し
ました。「国家は隷従を伴う従順さを要求できるような高
次の存在ではない。国家は、自由な市民が秩序ある共同生
活を送れるように万人を支援する。［中略］［筆者註：西ド
イツの憲法である］基本法は、我々の歴史上初めて、我々
全てにあらゆる国家権力よりも優位にある不可侵の自由権
を認めた。［中略］自らの考えを述べる者だけが、同じ考
えを持つ者を見つけることができる。市民的勇気を持つ者
だけが、他の市民を活発にする」2。ハイネマンは、場合
によっては法と権力に逆らってでも行動する存在として市
民を理解しました。
ただこうした市民理解は、ブラントの後のヘルムート・
シュミット政権では少し後退します。第一次石油危機に象
徴される不況と失業率上昇のような危機を背景に、シュ
ミットは強いリーダーシップで西ドイツ政治を主導しまし
たが、彼の手法は社会民主党党員からも反発を受けていま
した。例えば1943年生まれの政治家オスカー・ラフォン
テーヌは、82年のインタビューで、シュミットの政治手法
を「二次的美徳」という言葉を用いて次のように批判して
います。「ヘルムート・シュミットは依然として義務感覚、
予測可能性、実行可能性、毅然とした態度を話題にする。
［中略］これらは二次的美徳である。これらによって端的
に言えば強制収容所も運営できる。これらは問題になって
いること、つまり人命の保持という問題に精神的に対応で
きない時に人間が手を出す二次的美徳である」3。こうし

― 122 ―

European Studies Vol.22 (2023)



たラフォンテーヌの発言からは、社会民主党の若手政治家
が同じ党出身の首相を批判できるほどの強い論理として、
「新しい市民性」の価値が当時の西ドイツで認められてい
たことがわかります。このように60年代から80年代にかけ
て「古い市民性」に代わる「新しい市民性」の概念が確立
されたと言えそうです。
それから「西ドイツの投票率は70年代を通じて低落傾向
にあり、政党政治を介した政治参加が活発したとは言い難
い」（197頁）という記述は、誤解を招くように思われます。
実際には1970年代以降も、西ドイツ人は政党政治に高い関
心を持ち続け、政治参加を活発化させていました。社会民
主党は76年、自由民主党は81年、キリスト教民主同盟・社
会同盟は83年に過去最多の党員数を記録しました。また連
邦議会選挙の投票率は72年に91%、76年に90％、80年に
88%、83年に89%という高水準で推移しました。
また1970年代の福祉国家の行き詰まり（198頁）に関し

て、この時期以降に進められた「市民社会セクターの拡
充」が常に福祉制度の削減を補うためだけだったわけでは
なく、さらに国家への対抗を強く意識しない市民運動が当
時盛り上がっていたことも指摘したく思います。確かに、
西ドイツの若い市民の中には68年運動によって左傾化し、
国家への対抗を強く意識する者もいました。しかし、この
ような人々だけが、市民社会を活発化させていたわけでは
ありません。むしろずっと多くの西ドイツ市民は、主に私
生活に結びついた事柄に関する自己決定の拡大に関心を
持っていたことから、選挙のような形式的な民主的制度に
留まらない、直接的な参加機会の拡充を要求しました。こ
れに対して国家の側は、新たな参加制度を確立せず、市民
の要求を無視してしまえば、旧来の形式民主主義が市民か
らの信頼を失ってしまうのではないかという危機感を持っ
ていました。当時、国家は代表制度に基づくこれまでの市
民の政治参加の正当性が根本的に問い直される「参加革
命」に直面していると見られていました4。ただ「参加革
命」の基調には、国家に対抗する方向性よりも、ますます
多様化する市民の要求に国家がどのように対応するべきか
という民主的な模索がありました。
最後に工業労働者の活動は、どのように西ドイツの市民
性の発展に組み込むことができるか伺ってみたいと思いま
す。本書の工業労働者への注目は限定的ですが、1960～
80年代末に労働運動は改めて活発化しました。69～ 74年
に西ドイツの労組は、毎年約30万人の新規参加者を獲得
し、70年代を通じてドイツ労働総同盟の参加者は、約140

万人増加しました。代わりに73～ 76年に工業労働者は約
140万人減少したので、政治主体として組織される労働者
の割合は増加していたと言えるでしょう。労組は組織の持
つ交渉力に頼り、徹底的な合法主義を掲げ、当初は市民的
不服従のような法に反し得るアクションから距離を置いて

いました。また労組は、環境保護や反原発を掲げる市民運
動を、雇用を脅かすものと見て敵対的でさえありました。
ただ80年代になると、市民運動に似たアクションを行う労
働運動が見られました。例えば、88年には製鉄所閉鎖に抗
議して、デュースブルクからドルトムントまでを人間の鎖
で繋ぐといったようなアクションが行われました。こうし
た労働運動の展開は、西ドイツにおける市民性の発展の中
でどのような位置を占めるでしょうか。西ドイツの労働者
性は市民性に統合されたとしたら、その過程でいかなる綱
引きがあったのでしょうか。この点についてご意見を伺え
れば幸いです。
以上でコメントを終わります。私個人の関心にひきつけ
た補足が多くなってしまいましたが、全体として本書は、
複雑なドイツ市民社会の展開をテーマごとに概観しつつ、
手際よくまとめており、大変勉強になりました。本書は、
日本におけるドイツ市民社会研究の成果を総括するもので
あるとともに、現在のドイツ社会を理解する上で重要な視
座を提供するものであることは疑いようがありません。

1 „Willy Brandts Regierungserklärung, 28. Oktober 1969“, URL: 
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument 
=0021_bra&object=translation&l=de（2022年10月4日閲覧）。
2 Heinemann, Gustav V., Präsidiale Reden, Frankfurt a.M. 1975, S. 
199ff.
3 „,Mein Sozi für die Zukunft‘“, in: Stern, 15. Juli 1982.
4 Kaase, Max, Partizipatorische Revolution. Ende der Parteien?, in: 
Raschke, Joachim (Hg.), Bürger und Parteien. Ansichten und Analysen 
einer schwierigen Beziehung, Opladen 1982, S. 173-189.

* *　*　*　*

「東ドイツ史からのコメント」

伊豆田俊輔
（獨協大学）

はじめに
シリーズ『現代ドイツへの視座・歴史学的アプローチ』

（以下、『視座』）では、近現代ドイツ史における様々な
テーマが扱われている。東ドイツ史もその例外ではない。
そこで本コメントでは、特に東ドイツ史の描かれ方に着目
することで『視座』の特徴の一端を明らかにしたい1。な
お、東ドイツ史を扱った論文は主として『第1巻：想起の
文化とグローバル市民社会』（以下、第1巻）と『第3巻：
ドイツ市民社会の史的展開』（以下、第3巻）に収録されて
いる。そのため本コメントは主に第1巻および第3巻を対象
としている。以下では、まず東ドイツ史研究にとって『視
座』刊行の意義はどのような点に求められるか述べる。第
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二に、『視座』全体において東ドイツ史がいかに叙述され
ているのかに着目する。最後に、編者・執筆者への質問で
結びとしたい。
1. 東ドイツ史研究にとっての本論集刊行の意義
東ドイツ史研究にとって『視座』刊行の意義は以下の二
つに求められる。第一の意義は、統一ドイツにおける東ド
イツの過去の現代的重要性を明らかにした点にある。たと
えば、第1巻第3・4章（福永美和子「東ドイツの想起政策
と統一後の変容」および「統一ドイツにおける東ドイツ独
裁の過去の検証」）では、東ドイツ時代の国家犯罪の追及
と想起が、現在のドイツ連邦共和国の政治的アイデンティ
ティ形成と切り離せないことが論じられている。そして、
これまでもっぱらナチズムを対象としてきた「過去の克
服」に、東ドイツの過去が加わってきていることが詳らか
にされる。また第3巻では1989年の経験が二つの「現在」
から解釈されている。2004年の第9章（コンラート・ヤラ
ウシュ著「シヴィルソサエティの出立」）と、2019年まで
を射程に入れた第10章（井関正久「東ドイツの1989年を検
証する」）では、1989年の変動の描かれ方が異なる。平和
革命15周年に当たる前者においては、1989年が市民たちの
自己解放プロセスとしてもっぱら肯定的に語られている。
対して第10章では、右翼ポピュリズム団体による1989年の
簒奪ともいえる現象や平和革命のポピュリズム的な傾向に
も言及がされている。もはや1989年は現代ドイツ史の
「ゴール」ではなく、様々な現代の問題の出発点として論
じられていることがわかる。こうして、東ドイツの過去が
現在のドイツの自己理解と危機意識を映し出す鏡として機
能していることを説得的に論じたことが、『視座』の大き
な貢献であろう。
第二に、日本における東ドイツ史研究の進展にとっても

『視座』の刊行は重要であることも指摘したい。前述の第1

巻第3章、および第11章（柳原伸洋「ドレスデン空襲の公
的記憶の変遷と拡がり」）は東ドイツ時代の想起政策を明
らかにしたものであり2、さらに第3巻第8章（ユルゲン・
ダニエル「東ヨーロッパの1968年」）は、これまで日本に
おいて研究蓄積がほとんどなかった東ドイツの1968年の研
究として貴重である。
2. 『視座』における東ドイツ史の描き方の意義と課題
『視座』はシリーズ全体としてどのように東ドイツ史を
描いているのだろうか。そして、その歴史像はどのような
意義と課題を有しているのだろうか。第1巻と第3巻におい
て東ドイツ史を扱った論文をみてみると、1945～ 50年代
と1989年前後に焦点が当たりやすいことが分かる。つまり、
1945～ 50年代に都市の有産階級≒ブルジョアの「市民社
会（Bürgergesellschaft／ Bürgerliche Gesellschaft）」が解体さ
れる局面と、1970～ 80年代に、自由で自立した行動主体と
しての市民が「シヴィルソサイエティ（Zivilgesellschaft）」

を再生させる局面に重きが置かれる。つまり『視座』シ
リーズは全体として、市民社会の崩壊とシヴィルソサイエ
ティの再生の物語として東ドイツ史を描いている（図1参
照）3。
それでは、こうした東ドイツの歴史は『視座』における
近現代ドイツ史と市民社会の歴史とどのように結びついて
いるのだろうか。図2は、『視座』全3巻を評者が市民社会
論の観点からまとめ直したものである。下の矢印が帝政期
とヴァイマル時代・ナチ時代・連邦共和国（西ドイツ・統
一ドイツ）の歴史を示し、上の矢印が東ドイツの歴史を表
している4。ドイツ帝政期の市民社会は、第一次世界大戦
を通じて大衆社会に変わりはじめ、ナチ時代には民族共同
体によって市民社会の諸原理が否定された。さらに第二次
世界大戦後の西ドイツでは旧来の市民層の経済的な土台も
失われた。しかし、1968年運動を一つの起点として、旧来
の市民文化に対抗する新たな「市民性（Zivilität）」が育ま
れ、新しいシヴィルソサイエティが根を下ろしていくとい
う道筋が（『視座』全体を読むことで）把握できる。
このように整理すると、東ドイツ史がドイツ連邦共和国
史の一部になりつつあることが看取できる。『視座』は市
民社会論という視角から東ドイツの歴史を近現代ドイツ史
の中へ組み込むマスター・ナラティヴを有している。2000

年代初頭には東ドイツ史の「タコつぼ化」が指摘されてい
たが、『視座』はこの孤立状態を解消し、東ドイツを他の
時代や地域との比較も可能にする見取り図を提示できたと
評価できる5。
ただし、今後の課題も残されている。西欧的なシヴィル
ソサイエティを基準にして東ドイツの歩みを見れば「元々
欠如していた」、「遅れてやってきた」、「依然として根付か
ない」シヴィルソサイエティという「欠如の歴史」が前面
に出てくる。それでは東ドイツは連邦共和国に「遅れて
やってきた」だけの一地域なのだろうか。こうした欠如や
遅れを外在的に問うばかりでは、1980年代後半になぜ東ド
イツにシヴィルソサイエティが生まれたのかが解明できな
いのではないか。また、体制転換以前の東ドイツにおける
市民・中間団体・国家機関の協働をどう分析すればよいだ
ろうか。西側的な「シヴィルソサイエティ」とは異なる東
ドイツ独自の「公共性」や「市民社会／シヴィルソサイエ
ティ」の存在を想定することはできないだろうか。
3. 質問と指摘
第1巻第3章については、想起の文化の変化について質問
をしたい。統一ドイツでは東ドイツ独裁の検証が「過去の
克服」の対象に加わってきている。これによってドイツに
おける想起の文化はどのように変わってきているのだろう
か。東ドイツ独裁の過去もナチズムと並ぶ中心的な役割が
与えられているのだろうか。
第3巻第7章と第9章については、東ドイツ史の観点から
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二つのことを指摘したい。第一に問題にしたいのは、ドイ
ツ社会主義統一党（SED）政権は市民社会に果たして敵対
的だったのかということだ。たしかに、SED政権が階級
社会である市民社会（ブルジョア社会）の物質的な基礎を
意図的に破壊したことは間違いがない。しかし、「文化シ
ステム」としての市民（性）を論じるのであれば（たとえ
ば第3巻第2章マンフレート・ヘットリング「文化システム
としての市民性」）、東ドイツ国家と「市民性」の関係はよ
りニュアンスに富んだものになりうる。そもそも、SED

政権は1848年革命以前の市民文化を進歩的なものだと捉え、
積極的に顕彰していた。ゲーテやシラーのための想起の施
設やイベントは、東ドイツ文化政策の中で重要な役割を
持っていた。さらに東ドイツを生きた人々の価値観につい
ての近年の研究では、戦前からの保守的なメンタリティが
維持されていたことが指摘されている。たとえば勤労と業
績、自律性と教養が「徳目」として重視され、さらに（西
ドイツよりは進歩的であったものの）東ドイツでも18世紀
の市民社会とともに作り出されたジェンダー役割分業意識
が残っていたことも重要である。なお、すでに第3巻第7章
で指摘があるように、東ドイツでは戦前からの教養市民層
の文化的結社の多くが、半ば国家がコントロールする文化
団体の「文化同盟」に組み込まれた。大半の一般会員たち

は体制末期まで非政治的であったが、文化同盟内では1980

年に環境問題を調査する「自然環境協会（Gesellschaft für 

Natur und Umwelt）」が誕生している。こうしたことを踏ま
えると、行動規範や文化システムとしての「市民」は東ド
イツにおいても形を変えて受け継がれたと言うことができ
ないだろうか。
第二に、東ドイツを「ニッチ社会論」として説明するこ
との問題である。ニッチ社会論は、西欧的な「私／公」「プ
ライベート／ポリティカル」という二項対立を旧東側陣営
の社会にそのまま反映している。しかし東ドイツ社会史研
究は、市民が政治の場から撤退して私的領域の中に引きこ
もっているのではなく、むしろ西側では「プライベート」
とされる外食や個人旅行・菜園などの余暇活動という領域
で熱心に政治を論じていたことを実証してきた。ニッチ社
会の中で「公共性」は文学や芸術においてのみ保全された
という東ドイツ史像は、新たなものに変わるときが来てい
る。
以上のように、今後議論を深めていくべき論点は残る
が、近現代ドイツ史を市民社会の史的展開と言う側面から
明快に描き出した『視座』シリーズは、今後の東ドイツ史
研究にとっても裨益するところが大きい。本書の成果を活
かしつつ上述の問題にも応えていくことが、今後の東ドイ

45-50er:
Bürgerliche Gesellschaft

の解体

60-70er:
「ニッチ社会」と芸術に
おける「代替公共性」？

70-80er:

Zivilgesellschaftの再生

1989/90:
Zivilgesellschaftによる

SED支配の打破

図1：『視座』シリーズにおける東ドイツ史と市民社会／シヴィルソサイエティの関係

45-50er:
Bürgerliche Gesellschaft

解体

60-70er:
ニッチ社会？

70-80er:
Zivilgesell-
schaft再生

1989/90:
Zivilgesell-
schaftの勝利

帝政期：Bürgerliche 
Gesellschaft

ヴァイマル：市民社会
Bürgerliche Gesellschaft

ナチ期：民族共同体

西ドイツ：～68／平準化さ
れた中産社会

西ドイツ：68～
Zivilgesellschaft

図2：近現代ドイツ史の中の東ドイツ史の位置づけ
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ツ史研究の課題であろう。

1 本稿は2021年12月12日に行われたシンポジウム発表をもとに作
成したものである。紙幅の関係で各論の内容を紹介した部分は省
略した。注は最低限の説明にとどめ、間接的に参照した文献につ
いては最後に参考文献一覧を付けた。
2 東ドイツの想起政策に関しては日本でも2010年代から研究が進
められている。たとえば田中直「東ドイツの「国民的歴史」とそ
の変容 : 教科書の中の第二次世界大戦と建国」、『立命館国際研
究』27 （2）、2014年、511-533頁を参照。また『視座』で扱われて
いるブーヘンヴァルト強制収容所については、平田哲也「ブーヘ
ンヴァルト強制収容所と「反ファシズム」―「赤いカポ」の戦後
の語りをめぐって」、『九州歴史科学』47号、2019年、55-75頁が
参考になる。
3 こうした東ドイツ史の描き方は、抑圧機構の成立と解体過程に
重きを置いた政治史中心の東ドイツ史像と同一の構造を持つ。参
照、ウルリヒ・メーラート『東ドイツ史1945-1990』伊豆田俊輔
訳、（白水社、2019年）。
4 『視座』全体の通時的な整理には、第3巻第6章（白川耕一「二
つの市民社会から民族共同体へ」）と、同巻第7章（川喜田敦子／
石田勇治「第二次世界大戦後のドイツ」）が有益である。
5 個別の研究論文と全体を整理する論文が組み合わされること
で、多種多様な議論が展開されていながらも、シリーズとしての
明快な全体像が打ち出されていることは『視座』シリーズの特長
である。
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コメント

長澤裕子
（東京大学大学院総合文化研究科韓国学研究センター）

東京大学大学院総合文化研究科グローバル地域研究機構

韓国学研究センター、特任准教授の長澤裕子と申します。
近現代の東アジア、特に日本と朝鮮半島をめぐるアメリカ
の外交政策、具体的には、アメリカの占領政策や戦後賠償
問題について研究しています。センター長の川喜田先生、
石田先生、平松先生、そしてスタッフの皆様、本日は貴重
なシンポジウムに参加させていただきありがとうございま
す。ドイツについては門外漢で的外れな発言になるのでは
と思ったのですが、初学者として勉強になった点や素朴な
疑問などをコメントとしてまとめてみました。
「『現代ドイツへの視座―歴史学的アプローチ』の刊行に
あたって」にあるように、今回、3部作に触れることで、
現代ドイツがいかに多様で、複層的な歴史的経緯の上に成
り立っているかを考えるきっかけになりました。特に、東
アジアなど他の地域の比較研究に与える示唆が大きいと感
じました。というのも、所収論文は方法論が実に多様で、
重層的な国際関係・ドイツ社会の豊富な事例が紹介されて
おり、東アジア地域の同時代的な現象や社会構造を考察す
るための発想を膨らませる機会になりました。
『想起の文化とグローバル市民社会』（石田勇治・福永美
和子編著・勉誠出版、2016年）では、「植民地支配の記憶-

想起と抑圧そして忘却」（第7章：磯部裕幸氏）がドイツ連
邦共和国（西ドイツ）の社会で「植民地の過去」から抜け
落ちた問題に着目しており、本書の複眼的な考察の特色を
特に高めていると感じました。西ドイツの「文明化の使
命」という思想のうち、「アフリカ」に対する差別意識が
1950年代、1960年代に幅をきかせていたとあり、どの程
度、連続的な社会的な現象なのか、政治的な政策としても
展開されたのか、また近代性をどう捉えていたかに関心を
持ちました。ドイツ民主共和国（東ドイツ）で「資本主義
＝帝国主義」として、記念碑などが破壊されたように、朝
鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の場合も、同じような傾
向が見られたことを考えました。北朝鮮では日本による植
民統治システムや記憶の解体・批判が断続的で、解体の行
為主体がソビエト社会主義共和国連邦（ソ連）や北朝鮮の
指導者であって、政治的な政策の影響下で実施されまし
た。
「ポーランドとの和解に向けて―「追放」の長い影」（第

8章：川喜田敦子氏）で紹介されたポーランドとドイツの
和解の取り組みは、日韓の比較事例としてもとても参考に
なりました。東欧諸国における歴史認識をめぐる対話は、
西ドイツ初の革新政権の誕生がきっかけだったことなど、
西ドイツの国内政治の合意形成の側面から立体的に分析さ
れており、政治学の分析方法としても新鮮でした。ドイツ
系住民の「追放」をめぐる歴史認識と和解における研究成
果の役割が社会で共有され、両国関係の改善と安定に寄与
した様子がよく分かりました。日韓の歴史をめぐる学術団
体の影響力はきわめて限定的、かつ対立の火種ともなって

― 126 ―

European Studies Vol.22 (2023)



おり、ドイツの事例とは対比的だと感じました。韓国の想
起政策の事例としては、米国と蜜月関係にあった韓国政
府・韓国軍への批判や「親日派」の積弊清算などがありま
す。韓国社会において、民主化・人権の概念が政権交代な
ど政治的な文脈で政敵を攻撃する過程で拡散したこと、二
大政党の対立や支持基盤の分断化という現状から、中道政
権の執権や連立内閣の成立や和解も難しく政局そのものが
不安定です。2007年のポーランド政権が中道右派に交替し
たことで、ドイツ＝ポーランド関係が好転したことを知
り、保革の対立軸が昨今、激化している韓国政治において
は、日韓関係が歴史の「和解」を軸に好転できず、歴史研
究の成果が和解に寄与するよりも対立のきっかけになって
きたことを残念に思っています。「追放」の問題を読みな
がら、朝鮮半島研究では北部朝鮮地域からの日本人引揚者
や遺族が中国残留孤児の問題と比べてもほとんど語られて
いない課題に気づきました。中断している日朝国交正常化
交渉においても、引き揚げの途中で亡くなった日本人の遺
骨収集や墓参の問題が課題として残っています。
質問としては、書籍が刊行された2016年以降の動きにつ
いてお聞きしたいです。ドイツ・ポーランドの共同教科書
や文化財ハンドブック作成など協力の事例はその後、どう
なったでしょうか。世界的な政治の右傾化が注目される
中、ドイツでも移民受け入れの問題がニュースで報道され
たりしましたが、和解事業そのものに影響はあったので
しょうか。

2冊目の『ナチズム・ホロコーストと戦後ドイツ』（石田
勇治・川喜田敦子編著、勉誠出版、2020年）では、「教育
刑と犯罪生物学―ヴァイマルからナチズムへ」（第1章：佐
藤公紀氏）が新興学問の近代性を犯罪生物学の発展過程で
説明し、近代性が持つ抑圧の問題の深さを重く問いかける
貴重な研究だと思いました。バイエルン州が他州に先駆け
て、犯罪生物学を行政制度に反映し、鑑定を実施した点と
テオドーア・フィーアンシュタインの見解、バイエルン司
法省との協力関係、クント・ボンディ、ルドルフ・ジー
ファーツの批判の構造がうまく示されていました。植民統
治下の朝鮮における人類学者や医者の経歴や研究を調査し
たことがありますが、彼らが一様に近代や植民統治を称賛
する主張を展開しており、ドイツで優生学を研究した経歴
があり、かねてから気になっていました。現段階で、今後
の研究の方向性や追加資料などから分かったことがあれ
ば、お伺いしたいです。
「ナチ強制収容所とドイツ社会」（第2章：増田好純氏）
については、増田先生がお亡くなりになったことを本日、
初めて知り、ひじょうに残念です。増田先生の論文では、
強制収容所に関する報道資料から、当時の社会構造とし
て、強制収容所をめぐる「ディスインフォメーション政
策」、正当化、国民への恫喝、左派勢力の犠牲とダッハウ

の住民の沈黙化、ヒトラーの支配体制の強化という一連の
波のような社会の動きがよく描かれていました。一方で、
市民の消極的な抵抗や逃避の様子、反対組織の弱体化や埋
没の問題はどう見える /見えなかったのかということが気
になりました。体制を心情としては容認できなかったり、
反対だった人々は、共産党や社民党員の一斉検挙や恫喝と
いう状況に置かれ、反対意見の窓口となる党組織や指導者
という求心力を見失います。市民の政治的な希望や不満を
吸い上げられる組織が社会で弱体化・埋没したので、市福
祉事務所など自治体の窓口が、「下から」の協力というか
たちで、労働忌避・飲酒癖といった非政治的な側面から
「反社会的分子」「共同体異分子」を摘発する流れに陥りや
すかったのでしょうか。
増田先生が論文の冒頭で戦後直後のファウルハーバー枢
機卿の発言を引用し、ドイツ社会が自分達もまた敗戦国と
してアメリカ占領の被害者だと強調していた点を指摘して
いたのが印象的でした。というのも、私も日本の国会や日
本社会が敗戦直後、敗戦と被爆、占領という被害者の視点
を強調することで、戦争や植民統治の加害者としての自覚
や視点が弱体化された点に着目していたので、ドイツ社会
と通底する政治性を感じました。増田先生の論文がきっか
けとなり、ドイツのカトリック大学研究者に教えを乞い、
枢機卿に関する昨今のドイツ研究を調べ、ファウルハー
バー枢機卿の発言資料集も調べてみました。彼をめぐる見
解・評価がカトリック教会史の中でも二分されており、彼
の評価をめぐるシンポジウムが開催されるなど、関心を持
ちました。2020年、カトリック教会の中枢であるバチカン
では、ナチを支持・黙認していた当時のバチカン（教皇ピ
ウス12世）の対応について、教皇が謝罪と当時の資料を公
開すると声明を出しました。ファウルハーバー枢機卿がド
イツのナチ被害よりも米国との戦争や占領の被害を強調し
た姿勢は、今、ドイツ社会で問われているのかもしれませ
ん。バチカン資料を見ると、反共主義の見解も強く、自身
を被害者の視点として見る発言や政策も散見されます。増
田先生の論文の分析対象ではありませんでしたが、ファウ
ルハーバー枢機卿がナチの被害を軽視した発言は、バチカ
ンの対ナチ認識とドイツカトリック教会との関係性やその
影響下に置かれたドイツ社会という何層かの構造的な問題
も潜んでいるのではと思いました。

3冊目の『ドイツ市民社会の史的展開』（石田勇治・川喜
田敦子・平松英人・辻英史編著、勉誠出版、2020年）では
「長い十九世紀におけるドイツ市民社会の歴史的展開―市
民層・協会・地方自治」（第5章：平松英人氏）の論文に注
目しました。ドイツ研究の中で、「長い十九世紀」「短い二
十世紀」といった時代区分の論説・論争があったことを知
り、どんなかたちで登場したのか考えるきっかけになりま
した。平松先生の論文の中に、フランス革命の衝撃を政治
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的、経済的、社会的に論じた説明とデトレフ・ポイカート
の書籍（1990年）のことがありますが、時代区分が論じら
れた背景に関心を持ちました。たとえば、日本史では、明
治と昭和を比較して明治を近代化と称賛する論説が植民統
治を正当化する言説の役割を果たし、朝鮮や琉球王国など
との交流があった中世の時代を「鎖国」と論じた歴史観が
展開されました。私は今、韓国に滞在し、北朝鮮研究プロ
ジェクトに参加しながら、北朝鮮の歴史学界で時代区分論
争が登場したことをちょうど調査したころでした。北朝鮮
では韓国とだけ国交正常化を実施した日韓を批判する文脈
で、1965年直後から「朝鮮の近代化＝日本による開国・植
民統治」という日本と韓国の植民史観を批判する研究と近
代をめぐる時代区分論争が登場しました。北朝鮮の歴史学
会は、近代のスタートを日本による朝鮮の開国より遡った
朝鮮時代に設定します。鎖国政策下の朝鮮半島で米国が開
国を要求し、民衆が武力で対抗した1866年の「シャーマン
号事件」を近代の起点とする主張です。1965年の日韓国交
正常化の翌年は、シャーマン号事件100周年にあたり、資
本主義国家の開国要求を日米韓の帝国主義だと批判してい
ます。平松先生の論文の中で「市民」と「市民層」の概念
が時代的な流れの中で解説されており、北朝鮮が時代区分
論争の中で民衆の役割を強調しているだけに、勉強になり
ました。協会の活動については第4章：「ドイツにおける市
民社会と国民国家―十八世紀末から十九世紀前半」（松本
彰氏論文）にもあり、相互補完的で本著の構成もよく練っ
ておられると思いました。
最後に、今後のドイツ研究への期待としては、ドイツと
日本の敗戦、植民地の問題というテーマの発展性や、東ド
イツ・北朝鮮など社会主義国家の研究の連携がさらに広が
ればと思いました。

3部作の中では、文化に対する政策面の研究が、市民社
会や19世紀前半までの歴史の中で扱われていたので、今後
は、国家やナチズムの問題からもさらに文化の問題を研究
した論文を読んでみたいです。
松本彰先生の論文では、ドイツ国民国家、市民社会と文
化・文化政策の問題として、記念碑、歴史的建造物、博物
館の建設、神話、協会の活動が紹介されています。川喜田
敦子先生の論文でも、文化財が和解の政策の文脈の中で紹
介されています。戦後の連合国の賠償政策を研究している
と、対日賠償のうち略奪文化財の返還問題はアメリカが特
にドイツの政策を日本に適用しており、対独占領政策の影
響力が大きいと感じます。日本の植民統治政策は「武断政
策」に加え、民族の文化・芸術・宗教を奪い、日本への同
化・正当化を展開した「文化政策」が現在も多くの禍根を
日韓・日朝間に残しています。文化・文化財をめぐる問題
は、ナショナリズムにも関連するため、植民統治をめぐる
歴史認識問題の対立の原因にもなる一方、和解の糸口にも

なるという難しさがあります。東アジアの戦後賠償問題と
和解を考える上でも、ドイツ研究に関心を傾け、学んでい
きたいと強く感じました。

* *　*　*　*

「市民性」から「シヴィリティ」へ？

斎藤拓也
（北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院准教授）

はじめに
現代ドイツを理解するための鍵となる様々な論点を収録
した『現代ドイツへの視座』のシリーズにおいて、その基
調をなしているのが歴史学的アプローチであり、市民社会
という共通のテーマである。このことがもっとも色濃くあ
らわれているのが『現代ドイツへの視座－歴史学的アプ
ローチ3 ドイツ市民社会の史的展開』（勉誠出版、2020年）
「第1部　市民社会とは何か」と「第2部　市民社会の形態
変容－通史的アプローチ」に収められた諸論考であろう。
第1部はドイツ歴史学における1980年代以降の市民層研究
の諸成果を明らかにするものであり、第2部はそうした成
果を取り入れた日本の歴史学者による新たな研究の展開で
ある。さらに、『現代ドイツへの視座－歴史学的アプロー
チ1 想起の文化とグローバル市民社会』（勉誠出版、2016

年）「第3部　グローバル市民社会に向けて」では、国境を
越える市民社会がさまざまな角度から論じられている。主
催者からの依頼にもとづいて、本報告では以上の諸論考の
内容を紹介し、限られた紙幅ではあるが政治思想史の観点
から考察したい。
1.  ドイツにおける市民と市民社会論の解釈枠組

（第3巻第1部）
ドイツの市民層研究を牽引してきたユルゲン・コッカ

（第一章「変容する市民と市民性」）によれば、ドイツの都
市市民、近代市民層、そして公民からなる市民社会という
ユートピア的なプログラムが歩んだ道は、「本質的にヨー
ロッパに共通の現象」である。コッカによれば、ドイツの
市民層は西ヨーロッパと比較すれば弱体であったが、東
ヨーロッパとの比較では全面的に弱かったわけではなく、
ドイツの「特有の道」が明瞭に姿を現すのは20世紀の独裁
の歴史なのである。
マンフレート・ヘットリング（第二章「文化システムと
しての市民性」）は、共通の利害ではなく、文化に着目し
て市民層を研究するアプローチを提示する。ヘットリング
は歴史人類学の文化概念を参照して、人間が世界を認識
し、感じ取るための価値観や考え方、イメージのセット
（意味と象徴の体系）として文化を理解する。意味付与的
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で、人間の相互行為を通じて構築される文化は、単一で包
括的なものではなく、宗教、芸術、イデオロギー、コモ
ン・センスといった複数の文化システムとして存在する。
そのひとつである「市民性（Bürgerlichkeit）」は、18世紀
後半から19世紀にかけてヨーロッパの身分的＝封建的世界
の崩壊のなかで生じた歴史的現象である。外的には相互に
まったく異質な市民の集合体が共通の関係性を構築するた
めに編み出したのが市民性であり、その内部で自己を意味
づける要求が現れ、その都度熟慮や決定を経て解決策が生
み出されていったのである。そして、これは新しい生活の
形式を作りだしつつ、現在まで続いている。
ディーター・ゴーゼヴィンケル（第三章「シヴィルソサ
エティ・市民性・シヴィリティ―二十世紀ドイツ史の解
釈概念をめぐる考察」）は、20世紀ドイツ史を解釈するた
めの概念として、「市民性」（ヘットリング）ではなく、シ
ヴィリティを提案する。借用語（翻訳語）であるシヴィリ
ティがドイツの政治思想に取り入れられたきっかけは、20

世紀の全体主義と大量殺戮という「文明の断絶」であると
ゴーゼヴィンケルは言う。シヴィリティは外形的な社会的
行動様式を表し、野蛮と軍国主義、粗暴さに対抗する概念
である。シヴィリティはどの社会階層にも中立的に開かれ
ており、西欧的な意味での市民層が存在しない社会にも適
用可能である。
以上の三者によって提示された視座は、いずれもドイツ
の市民社会を考えるうえで欠くことのできないものだろ
う。コッカによれば「特有の道」論は相対化されたが、こ
のことはドイツ近現代史研究において市民社会という問い
に取り組む可能性を開き、拡大した。ヘットリングが提示
する文化システムとしての市民性は、18世紀中葉以降、変
化に柔軟に対応することができる生活の形式が市民の具体
的な実践をつうじて形成され、維持されてきたことを明ら
かにしたのだった。そして、ゴーゼヴィンケルの提案する
シヴィリティは、第二次世界大戦後のドイツ（統一以前に
は西ドイツ）の市民社会を考察するための有効な枠組みと
なるものだろう。
シヴィリティについて言えば、政治思想史では、それは

17世紀以降のヨーロッパで、自然状態（戦争状態）と対比
された、市民の合意に基づく秩序という意味での「市民社
会＝国家」（ホッブズ、ロック）とともに生まれた、適切
な「人々の振る舞い」を意味する一連の語彙のひとつであ
る。そのようなものとして、シヴィリティはたしかに外形
的な社会的行動様式を指示する「薄い」概念であると言え
るだろう。しかし、ゴーゼヴィンケルは実際には「普遍的
原則としての暴力の放棄、法の優位、違いがあっても平等
という意味での他者の承認、人権上の同権を基盤とする個
人の政治的自己決定、日常生活における寛容と礼節に関わ
る規範の維持」にもとづく行動規範と行動実践の総体とし

て、シヴィリティを定義してもいる。その結果として、こ
れは戦後の西ドイツの歴史のなかで形成されてきた、かな
り「厚み」のある概念であるように見える。ゴーゼヴィン
ケルは、本書に収録された論考では市民性との関連を否定
するだけではなく、欧米化、リベラル化といった社会の変
化との関連も考慮していないが、どのようにしてこのよう
なシヴィリティが戦後、そして統一後のドイツ社会に浸透
することができたのだろうかという疑問は残る。シヴィリ
ティの政治学的な分析枠組みとしての役割は理解できる
が、他方で歴史学的にアプローチするコッカやヘットリン
グの論文と並べて読み進めると、シヴィリティの浸透につ
いての説明にはやや物足りなさも感じる。
2.  市民層、市民性、シヴィリティの場としての市民社会

（第3巻第2部）
「第2部　市民社会の形態変容―通史的アプローチ」で
は、第1部で示された三者の視座を受け継いで、市民社会
の歴史の輪郭がより精緻に展開され、そのなかでドイツの
市民社会が経験した困難と獲得した成果が通史として鮮や
かに描き出されている。
松本彰（第四章「ドイツにおける市民社会と国民国家
―十八世紀末から十九世紀前半」）によれば、「自由で平
等な権利と義務をもつ市民の社会」という理想は、国民国
家の樹立によって実現される政治の問題（市民の国家市民
化）であるだけでなく、文化の問題（市民層の文化国民
化）でもあったことに注意が必要である。この二重の課題
への取り組みとして、教育改革（諸領邦の初等教育、中等
教育、大学の発展）、協会（19世紀の合唱協会や体操協
会）、「記念の場」（歴史的建造物の再建や記念碑の建設）
の形成、軍制改革（市民層の名誉ある特権としての兵役）
の意味が問い直される。さらに、この観点からは、19世紀
にドイツが「音楽の国」（バッハ、モーツァルト、ベートー
ヴェンを評価する音楽史、音楽祭・合唱祭の開催、楽譜集
の編纂、国民的記念碑・記念像の設置）となったことは、
貴族層に対抗した市民層の文化的な自己理解（文化国民）
の形成と軌を一にしているのである（特論-1「市民社会と
芸術」）。
平松英人（第五章「長い十九世紀におけるドイツ市民社
会の歴史的展開―市民層・協会・地方自治」）はドイツ
の市民層研究の蓄積を周到に整理したうえで（「階級なき
市民社会」〔ローター・ガル〕から「市民的な階級社会」
を経て「市民的な中間層社会」へ）、第二帝政期に民主的
で大衆的なものへと変化した協会活動とは別に、市民層が
指導的なエリートとして力を発揮するもう一つの舞台と
なったのが地方自治であることを指摘する。そこでは、市
民であることは投票権のみならず、市民の価値観や規範を
現場で実践する機会をもつという意味で二重の特権であっ
たのである。平松によれば、19世紀の都市化と産業化を経
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験して成長したケルンでは、数を増した労働者層が次第に
選挙権をもつ「市民」となる民主化と大衆化の時代が到来
しつつあった。
そのような変容の時代に、市民層はどれほどナショナリ
ズムに傾いたのだろうか。1913年の改正国籍法をめぐるド
イツ帝国内の政治的諸対立や対外関係の影響をひとつひと
つ見直すことによって伊東直美（特論-2「一九一三年ドイ
ツにおける国籍法改正議論―『血統に基づく共同体』？」）
が揺さぶりをかけるのは、しばしば強調されてきた「血
統」にもとづく排他的なドイツ国民というイメージであ
り、それがドイツの伝統であるという思考である。ナショ
ナリスト団体や保守派は市民層の総意を代表していたので
はないが、社会民主党（労働者）への対抗から民族的な観
点を打ち出し、品行方正といった市民的価値観を並べるこ
とで、改正への市民層の多数派の同意を取りつけたのであ
る。
白川耕一（第六章「二つの市民社会から民族共同体へ
―二十世紀前半における市民層、市民社会」）は「特有
の道」論の相対化を受けつつ、市民層がヴァイマル共和国
時代の公民の市民社会への転換において積極的な役割を果
たすことができず、その後ナチ体制による民族共同体の形
成を許し、ナチ支配に協力するに至ったことを指摘する。
その背景には、1920年代以降の市民層の経済的地位の低下
や政党の影響力の拡大、大衆娯楽の普及によって、市民協
会の役割が低減したことなどがある。
川喜田敦子と石田勇治（第七章「第二次世界大戦後のド
イツ」）は、第二次世界大戦後の西ドイツの社会状況を多
面的に考察するなかで、若年世代の「68年運動」が与えた
影響に注目する。親の世代のナチズム関与への厳しい批判
は、「批判的公共圏」での知識人の言論や、マスメディア
報道の影響と合わせて、ナチ体制の過去の解明と決別への
社会的合意形成を促した。この運動が1950年代の西ドイツ
で復活した保守的で権威主義的な価値観と社会秩序の見直
しを迫ったことも、1970年代の「新しい社会運動」の活性
化といった重要な変化を作り出した。他方、東ドイツでは
市民層が弱体化したものの、反対派の活動はひそかに続け
られ、1989年秋には「自由で自立した行為主体」としての
「市民」の活動が展開された。こうした体制変革の経験は
「東欧革命」に広く見られ、1990年代の市民社会論の再興
につながったのである。
川喜田と石田によれば、統一後の現在のドイツでは人
権・公正・平和・非暴力といった新しい価値観がすべての
社会層に開かれた「市民性（Zivilität）」を構成し、ナチズ
ム後の「市民社会（Zivilgesellschaft）」の理念となって市
民活動を活性化させている。
ここで特徴的なことは、シヴィリティの導入が人権尊重
を徹底する第一条で始まり、自由と民主主義を宣言した基

本法の思想の浸透と折に触れて結びつけられていることで
ある（たとえば、歴史家論争を通じた憲法パトリオティズ
ム〔ドルフ・シュテルンベルガー〕という用語の普及）。
ここでは、「市民的徳目」とは異なるが、シヴィリティも
やはり何らかの背景となる思想に支えられていることが示
唆されている。

18世紀から現代に至る通史で問われていることをあえて
挙げるとすれば、市民社会と「民主主義」の関係だろう。
そこでは、ドイツの市民社会がどのような「民主主義」の
諸価値の実現に寄与するのかが問題であり、ドイツの市民
社会が「民主主義」をどのようなものとして理解してきた
のかが反映されているのである。

3.  グローバルあるいはヨーロッパ市民社会の「基層」
（第1巻第3部）
ドイツにおいてシヴィリティの浸透があったとしても、

それが容易ではなかったこと、あるいは民主主義の後退の
困難にさらされつづけていることも私たちは日々見聞きし
ている。そのような困難は、しばしば民主主義のもとで擁
護されるべき価値観をめぐる摩擦から生じる。
たとえば、移民や難民の統合をめぐっては、言語と文化
の問題をはじめとして衝突が先鋭化しやすい。ドイツ語は
EU拡大にともなって域内最大の言語となっており、多様
な背景をもつ移民を「ドイツ市民」として結びつける役割
も果たしている。川村陶子（第十七章「ヨーロッパと世界
における資源としてのドイツ語―ドイツ語普及政策の歴
史から」）は、現在のドイツ語普及政策が EUの多言語主
義推進の枠にとどまらず、実利的国益の側面をもつことを
その19世紀以降の歴史から解き明かしつつ、国家とは別の
次元で、「キーツ・ドイチュ」のような新しい社会の状況
にあった多言語の可能性もあることを示唆している。
一国内の市民社会と比較すると、欧州統合の深化ととも
に発展してきたヨーロッパの市民社会は国家との関係が異
なり、より多元的で分権的であり、公論は専門家によって
作られる場合が多く、公衆の動員は少ないことをハルト
ムート・ケルブレ（〔川喜田敦子訳〕第十八章「ヨーロッ
パ市民社会はあるか」）は指摘している。それでは、市民
社会がヨーロッパで超国家的に、あるいはグローバルに連
携を深めることはいかにして可能なのだろうか。そして、
それに関わるシヴィリティのようなものはあるのだろう
か。
ドイツに端を発する国境を超えた社会運動の連携は、ひ
とつの例を示してくれる。竹本真希子（第十五章「平和運
動―東西対立を越えて」）はドイツ史研究であまり顧み
られることのなかった1980年代の西ドイツの反核平和運動
を19世紀末以来の平和運動史に位置づけ、「新しい」平和
運動が決して時勢によるものではなく、ドイツ社会の広範
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な層を巻き込んだ諸団体と草の根の運動に支えられ、東西
ドイツの市民間の連携をもたらし、異議申し立ての文化を
作り出していたことを明らかにしている。
福永美和子（第十六章「第二次世界大戦後のドイツと国
際刑事司法―懐疑的姿勢から積極的な推進へ」）が指摘
するように、冷戦終結と東西統一を契機にドイツはニュル
ンベルク裁判の再評価を進め、国際刑事司法の発展に積極
的な姿勢をとるようになったが、その背景には多くの市民
社会組織の貢献がある。
過去との取り組みでは、インフォーマルなレベルでの活
動がドイツに特有の市民社会の経験を作り出している。ク
リスティアン・シュタッファ（〔福永美和子訳〕第十三章
「『償いの印』―特殊な方法での補償に向けたプロテスタ
ントの市民運動」）は、ナチ時代のジェノサイドの被害者
と生存者に率直に向き合う「行動・償いの印・平和奉仕」
の試みが東西冷戦の時代も、統一後も連綿と続けられてき
た理由を語っている。責任意識の欠如と極右主義に対し
て、歴史に向き合うことと社会の民主的発展を切り離すこ
とができないという信念を示し、それにもとづく活動の場
を維持することは、グローバル市民社会の「基層」をなし
ている。
小田博志（第十四章「『窓拭き』と『聴く耳』―「行

動・償いの印・平和奉仕」とインフォーマルな和解」）は、
ナラティブ・エスノグラフィーによって「行動・償いの
印・平和奉仕」の活動で人々が成立させた和解の現場を丹
念に考察している。ドイツ人ボランティアの身体的な作業
がコミュニケーションを開き、それに触発されたジェノサ
イド生存者の語りを聴くことを通じて受け入れられるとい
う和解の過程は、たしかに人間関係の「基層」に根ざして
いる。小田によれば、この和解は親密圏（個人の人格性）
と公共圏（集合性）の二層が重なり合うところで生まれて
いる。こうした草の根の交流が関係者の不断の努力によっ
て続けられてきたことが、レイシズムや国民国家による分
断を結び直し、市民社会が国境を超えて広がる基礎をつ
くってきたことだけはたしかである。
（＊ 本報告は JSPS科研費21K12854の助成を受けた研究成果の一部

である。）

* *　*　*　*

リプライ＆ディスカッション

川喜田　それでは、時間が参りましたので、リプライと
ディスカッションの部を始めたいと思います。リプライと
ディスカッションの部の司会は、第3巻の編者の一人であ
る平松さんにお願いしております。平松さん、それではよ
ろしくお願いいたします。

平松　はい、川喜田先生ありがとうございます。第2部と
いうことで、編者リプライ、ディスカッションの部の司会
を担当させていただきます、ドイツ・ヨーロッパ研究セン
ターの平松と申します。よろしくお願いします。50分ほど
と短い時間となりますが、先ほど、5人の評者の先生方か
ら、様々な、視座全体を通しての意義や各個別論文での意
義、それに対する質問や批判をいただきましたので、まず
それについて編者から各5分ぐらいの時間でリプライをさ
せていただければと思います。まず、福永先生、川喜田先
生、平松、そして辻先生、石田先生という順番で、それぞ
れ5分ずつ短くリプライをいただければと思います。よろ
しくお願いします。ではまず、福永先生よろしくお願いし
ます。

福永　大東文化大学の福永と申します。よろしくお願いい
たします。5名の評者の先生方、詳細で示唆に富んだコメ
ントをいただき、ありがとうございました。時間が限られ
ていますので、直接に関わるところの大きい紀先生と伊豆
田先生のコメントに対してリプライさせていただきます。
　まず紀先生より、国際刑事裁判所（ICC）をめぐるドイ
ツ（1990年の再統一までは旧西ドイツ）の政策に1980年代
まで大きな変化が見られなかったという点について、68年
世代の運動や市民社会の世代交代の影響はなかったのか、
というご質問がありました。これについて、ICCに関する
政策に変化をもたらす最大の要因となりましたのは、やは
り冷戦終結とドイツの再統一でした。さらに冷戦後、旧
ユーゴスラヴィアとルワンダで大規模な紛争や虐殺が起き
て、国際社会に衝撃を与えたことなど、国際政治上の大き
な枠組みの変化が、ドイツの政策転換を促したと言えるで
しょう。
ただし、紀先生からご指摘のありました68年運動や世代
交代の影響も、ICCを支援する政策に向けた変化のバック
グラウンドになっていると言えます。もちろん先ほど齋藤
先生もご指摘くださいましたように、ICCの創設に当たっ
ては、国際的な NGO連合も重要な役割を果たしており、
市民運動の流れをくむドイツの NGOもそれに深く関与し
ています。また、1980年代には、ナチ期にすでに職に就い
ていた法曹や官僚が完全に引退していきました。この世代
はニュルンベルク裁判に象徴される、いわゆる「勝者の裁
き」に対する反発が強かった世代ですので、そうした世代
交代の影響も大きかったと考えられます。
　次に伊豆田先生からご質問のありました、東ドイツ独裁
の検証が加わったことで統一ドイツにおける想起の文化に
どのような変化があったかという問題ですが、これについ
ては大きな意味を持つ、様々な変化がありました。その一
つは反ナチズムから反全体主義へと重心が移ったことで
す。また、ドイツ国内では二つの独裁の比較ということに
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なりますが、それに加えて、東欧諸国の共産主義体制が崩
壊したことや、先ほど触れました旧ユーゴスラヴィア、ル
ワンダなど、国際的にその他の独裁やジェノサイドも視野
に入ってくるようになったことが挙げられます。冷戦終結
以前は、ナチズムや「過去の克服」と言うとドイツ特有の
問題であって、ホロコーストも唯一無二で比較不可能な出
来事と見なされていました。それが普遍的な要素を持つ比
較可能な事象であり、様々な非人道的暴力や独裁との取り
組みの一例と捉えられるようになりました。
冷戦後に生じたこのような変化については、それがナチ
ズムの相対化や矮小化につながるのではないかという懸念
があったわけですが、この30年の歩みを見てみますと、公
的な想起政策では慎重な姿勢が取られていて、必ずしもそ
のような相対化や矮小化にはつながっていません。ただ
し、公式の政策とは別に「ドイツのための選択肢」という
新興の右派ポピュリスト政党が勢力を伸ばしていて、この
政党には「ヒトラーとナチスは、1000年をこえる 成功に
満ちたドイツ史における鳥の糞にすぎない」、「想起政策の
180度の転換」が必要だなど、ナチズムに関する批判的な
歴史認識や「過去の克服」と称される営為に対して、否定
的な言説を繰り返す政治家が含まれています。「過去の克
服」に反対するこうした主張は、右派勢力への支持の一因
になっているとも指摘されています。
統一後の東ドイツ独裁との取り組みについては、東西ド
イツの「内的統一」プロセスと深く結び付いていたこと
が、重要な特徴の一つです。今日、東ドイツ市民の私的な
記憶と、東ドイツ独裁の過去を検証する公的な想起政策と
の間に乖離があることが、内的統合の課題と受けとめられ
ています。とくに東ドイツ地域で「ドイツのための選択
肢」が支持を広げている背景には、こうした歴史認識の分
断や東ドイツ史の検証を含む内的統合のあり方への不満が
あると考えられています。そのため最近、東ドイツ市民が
1989／ 90年の平和革命に果たした貢献やその後の内的統
合の過程で直面した困難な体験を、もっと積極的に認知
し、評価するような想起政策が必要だという見解が示され
ています。
そうしますと、1848年の三月革命、1918年のドイツ革

命、そして1989／ 90年の平和革命をつなげてドイツの民
主主義的な伝統を強調するような歴史認識が、想起政策の
なかで重視されるようになると思います。それは一方で
は、先ほど伊豆田先生が指摘されたように、連邦共和国の
「成功史」に東ドイツ期の歴史を組み入れる傾向を強める
ことになるかもしれませんし、西ドイツ期以来の戦後史へ
の批判的な視点を後退させるかもしれません。
他方、ドイツの国民ないしは市民の一部には、これまで
続けられてきた「過去の克服」にはっきりと背を向ける人
びとがおり、それが「ドイツのための選択肢」への支持に

もつながっているわけですが、そうした人びとに今後どう
対応していくのか、そして現実に近年、ドイツ社会で反ユ
ダヤ主義や極右主義が再び高まりを見せているなかで、過
去との取り組みが、どのような役割を果たし得るのかとい
うことが、今後の課題になっていくと思われます。時間が
押してしまいましたので、ここまでとさせていただきます。

平松　はい。福永先生ありがとうございました。それでは
川喜田先生、よろしくお願いします。

川喜田　5名の評者の先生方から個別のご質問もたくさん
いただいて、本当にありがたく思っております。その中で
私からは、今この場では、なるべく全体に関わってくるよ
うなことを中心に、3点ほど申し上げたいと思っておりま
す。
まず1点目は、全体に対する論点として紀さんにお出し
いただいたものの中から、被害者の救済とその差異という
論点についてです。長澤先生が日韓関係との比較という枠
組みを設定してくださいましたので、それを意識して申し
上げるとするならば、早稲田大学の浅野豊美先生の新学術
領域の研究プロジェクトで「和解学の創成」というものが
今ありますけれども、その枠内で波多野澄雄先生が日本で
戦争被害者も植民地被害者も含めて被害者への共感がなぜ
育たなかったのかという議論をなさって、日本政府の受忍
論、すなわち国民は戦争の被害を等しく耐え忍ぶ必要があ
るという議論に基づいて国内の被害者の救済さえも十分に
行われなかったことが与えた影響の大きさを指摘されたこ
とがあります。
ドイツの被害者救済において、犠牲者の間のヒエラル
キー、すなわち被害者の属性による落差があると紀さんが
おっしゃいましたが、それは見過ごされてはならない問題
としてありますし、それがなぜ見過ごされてきたかを考え
ることによって、ドイツの社会の問題性に踏み込んで行け
るという面白さがあると私も思います。他方で大前提とし
て、ドイツの場合、国内の被害者がまずは優先されてある
種特権的に救済されたという事実が、結局その後、被害者
救済が国内外のさらに広い層に広がっていく展開を根底で
下支えしたということは、同時に見ておく必要があるかと
思っております。それが1点目です。

2点目としては、市民社会と過去の克服の進展の関係と
いう論点が何度も出てきましたが、これは紀先生もおっ
しゃってくださった重要な観点で、第3巻の戦後部分の通
史の中でも少し触れましたし、斎藤さんも言及してくだ
さった部分です。特に、1980年代以降というと「過去の克
服（Vergangenheitsbewältigung）」という語の使用頻度が、
社会の中で飛躍的に伸びていった時期だと思います。論文
集では直接には取り上げられませんでしたけれども、例え
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ば地元の負の歴史の掘り起こしと保存、学会や企業の自省
ないし自浄を促すようなインセンティブはどこから来たの
かといったように考えてみると面白い現象がそれ以降の時
期にはたくさんあるように思えます。
これに関連して第3巻のゴーゼヴィンケルの論文では、
市民社会（シヴィルソサエティ）とそこで生じる社会的行
動の質の問題という議論が展開されていて、西ドイツにお
いて人権、多様性、非暴力といった価値が獲得されていっ
たことが重視されています。私はこの議論は示唆的だと
思っています。つまり、ナチ体制が崩壊した後、現在に至
るまでの展開の中で、社会の中にどういう価値が根付いて
いったか、それが例えば過去との取り組みという領域での
具体的な活動の展開をどう支えたのかが、やはり大事な論
点として意識される必要があるだろうと考えております。

3点目はこの延長線上にある問題ですが、ゴーゼヴィン
ケルは東ドイツについては議論していませんし、東ドイツ
における市民社会の展開は伊豆田さんが整理してくださっ
たように、本来それ自体として議論される必要があるだろ
うと考えています。ただ、そのときに、市民社会というの
は古典的な「領域」の問題なのか、特定の社会層に担われ
る活動や価値の問題なのか、それとも、そこで展開される
行動の質の問題なのか。仮に質の問題だったとして、その
質とは具体的にどのようなものとして想定されるのか。そ
れをどのように捉えるかによって、当然、違う答えが導か
れることになるのだと思います。
私自身は通史のところで試みたように、東西異なる二つ
のドイツ社会の中でそれぞれ一般的に「市民社会」という
ものと結び付けられるようないくつかの価値が、具体的に
はどういう概念とともに根付いたり根付かなかったりした
のか、そのことが国の制度や市民の行動をどの面で抑制し
たり促進したりしていったのか、それを共時的にも比較
し、通時的にも連続と断絶を測る視点をもちながら整理す
る必要があり、その点でもっとしなくてはならないことが
あると考えています。それは東ドイツについては、伊豆田
さんがおっしゃっているような、東ドイツ独自の公共性の
在り方を何らか測り、検討する視点をもつという問題意識
と必ずしも遠くないのかもしれないと思っております。
同時に、東では伊豆田さん、西では川﨑さんがご指摘く
ださったような問題、要するに、実証研究が着実に進んで
いく中でその成果をどのように通史に組み入れ、既存のマ
スター・ナラティブの粗い部分を修正していくかという課
題にも、もちろん並行して取り組む必要があるだろうと考
えており、本日の皆さんのご指摘にその意味で感謝申し上
げたいと思います。
話は徐々に市民社会論に移ってまいりましたので、この
先は、市民社会論をご自身の研究の中心に置かれている平
松さんや辻さんに引き取っていただきたいと思っておりま

す。以上です。

平松　川喜田先生、ありがとうございました。では、次は
私からのコメントへのリプライということで、長澤先生、
川﨑さん、そして斎藤先生から主に私が関わった3巻、そ
して私の論文に対する言及をいただきましたので、少し考
えたことをお話しします。一つには時代区分の問題です。
そして、川﨑さんからはケルンの個別具体的なケーススタ
ディーを、どのようにドイツ市民社会の歴史の中で考えて
いけばいいのかということです。最後に斎藤先生からいた
だいた、民主主義の問題、特に価値の問題についてです。
その三つを少し強引にまとめるような形で少し雑ぱくな話
になりますけれども、リプライという形でさせていただき
たいと思います。
長い19世紀というのは、ドイツ史を専門としている歴史
家は普通に使う時代区分です。19世紀というフランス革命
から始まって第1次世界大戦で終わる、それをどのように
理解するのかということで、従来の世紀単位で考える時代
区分とは違う見方で、その背景には近来、社会というもの
をどのように理解して、それを歴史研究として、ある種活
かすことができるのかという解釈の問題とになってくると
思うのですが。その中でやはり近代的なフランス革命が与
えたインパクト、特に、市民社会がその中で中世的な身分
制社会から近代的な市民社会が発生してくるという図式的
な理解ですが、そのように理解していく上で役に立ちます。
その長い19世紀が第1次世界大戦で終わるということは、
つまり、市民社会が第1次世界大戦であるとかその後の時
代の中でなくなってしまうというものではなくて、その連
続性と非連続性の層で理解することが容易になるという、
そのような射程も含んでいるというものです。もちろん、
それは近代というものをどこまでさかのぼるかということ
で、フランス革命以前の啓蒙期までさかのぼって考えてい
くことが、やはり一つ、特に市民社会と民主主義というの
を考えていく上でも非常に重要になってきます。
斎藤先生のほうに飛びますけれども、民主主義というの
は、ある種、政治的権利であるとか制度的な問題だけでは
なくて、ある種の価値観です。特にドイツでよく話される
際は、自由民主主義と言います。しかもリベラル・デモク
ラシーではなくて、「Freiheitliche Demokratie」という、
「Freiheit」というドイツ語の概念を使います。それをリベ
ラルと区別しているところが私としては非常に興味を持っ
ているところで、アングロサクソン的な個人の自立である
とか、市場、経済の優先、国家からの距離であるとか。そ
ういったものを重視するリベラリズムとは距離を取る形
で、ある種、市民社会としての徳、倫理であるとか、公共
善であるとか、他人への配慮、寛容であるとか、そういっ
た、われわれが今、いわゆるアングロサクソン的なリベラ
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リズムで想像するのとはやや違うような自由主義的な伝統
というものをドイツ語の「Freiheitliche」で含意しようと
しているのではないかという、私の理解があります。
こうした意味で、自由主義の問題というのを、もう一
度、大陸ヨーロッパの啓蒙期以降の長い現代に至るまでの
その歴史の中で考えるという、長い19世紀から短くて50年
ぐらい時代をさかのぼって啓蒙期まで行ってしまって、戦
後、第2次世界大戦後の1970年代、1980年代ぐらいまでの
長いスパンの中で1度考え直してみると、有効になってく
るのかと、時代区分と民主主義の価値というところで考え
たところです。
最後にケルンの問題ですが、これは非常に私の力が足り
ないところで、論文の中では言及できませんでしたが、や
はり宗教の問題というのを考えるのは市民社会を考えてく
上で、非常に重要になってきます。そしてケルンの場合は
カトリックが非常に強かった区ですが、単純なカトリック
イコール保守的で伝統主義、プロテスタントが近代的で新
興的という、そういった図式を少し切り崩していく上でも
カトリックの自由主義が非常に盛んであったケルンという
ものを考えることで、ドイツの中のプロテスタント的な価
値観に基づく近代市民社会の歴史みたいなのが相対化でき
る、そういった観点があるのではないかということで、私
のほうからは少し手短ですけれどもリプライとさせていた
だきたいと思います。ありがとうございました。
次に辻先生ですね。もう少し広い観点から19世紀、20世
紀の市民社会論を考えていらっしゃいますので、よろしく
お願いいたします。

辻　ご紹介いただきありがとうございます。主に川﨑さん
からコメントいただきましたので、私からのリプライは、
それに対してお答えすることを中心に、他の方についても
少しずつ言及していきたいと思います。
まず、「市民とは誰なのか」という、非常に刺激的な問
いをいただきました。市民は、価値・理想・実践を内面化
した文化システムである「市民性」を共有しているわけで
すが（ヘットリング「文化システムとしての市民性」『視
座』第3巻第2章）、その中身が何であるのかが問題です。
ここでは、先ほど川喜田さんもおっしゃっていましたが、
「Bürgerliche Gesellschaft」から「Zivilgesellschaft」へとい
う単純な発展論でいいのかということを考えたいと思いま
す。ゴーゼヴィンケルは市民の持つ超歴史的で普遍的な行
動規範を「シヴィリティ」と呼んでいるわけですが（ゴー
ゼヴィンケル「シヴィルソサイエティ・市民性・シヴィリ
ティ」『視座』第3巻第3章）、そういうものがそもそも存在
するのかどうか。この点、斎藤さんのコメントには私は大
いにうなずけるところです。要するに、市民社会において
「シヴィリティ」が存在していたとしても、その意味内容

や社会のなかで占める位置づけは時代とともに変化してい
き、21世紀には全然違ったものになってしまっているので
はないか。伊豆田さんが分かりやすい図表を作っていただ
きましたが、それに非常に刺激されて、お話を聞きながら
考えたことを述べたいと思います。
ドイツの市民社会の発展を考えるとき、手がかりになる
のは市民の公的参加のあり方です。そこからそれぞれの歴
史上の時期の市民性やシヴィリティのあり方を読み取って
いくことが出来るでしょう。まず、ドイツ市民社会の最初
の時期を指して「Bürgerliche Gesellschaft」という名称で呼
ぶことについては概ね合意があると思います。おおよそ18

世紀から19世紀、第二帝政を経て第一次世界大戦が終わる
までの時期ですね。この時期の市民参加は地方自治との関
連が非常に強く、平松さんがまさに書かれたとおりで（平
松「長い19世紀におけるドイツ市民社会の歴史的展開」『視
座』第3巻第5章）、都市社会イコール市民社会という側面
があります。都市ごとに他の社会階級に対して市民層が優
位をたもち、ヘゲモニーを掌握していた時期であり、市民
たちの公的な参加の基本形態は「Verein」に代表されるア
ソシエーションでした。この「Bürgerliche Gesellschaft」
は、次の時代になるともはや維持できなくなります。ヴァ
イマル期になると、第一次世界大戦の総力戦を決定的な契
機としてそれまで主として「Bürger」と「Arbeiter」の二
つに分かれていた社会階層の生活世界が非常に接近してい
きます。そして、市民の諸団体は都市ごとに分立しアソシ
エーションに集って自治や公的活動をおこなっているので
はなく、国家のもとに一元化されてその命に服するという
動きが非常に大きくなります。これが、松本先生がおっ
しゃったように、市民の国家市民化の流れがずっと強く
なってきているということだと考えます（松本彰「ドイツ
における市民社会と国民国家」『視座』第3巻第4章）。要す
るに、「Bürgerliche Gesellschaft」 として始まったドイツ市
民社会は、ここで最初の大きな断絶を迎えたのです。
さらに、白川さんはヴァイマル期において19世紀以来の

「Bürgerliche Gesellschaft」がより平等的で国家市民（＝公
民）的な性質のものへと変化しただけでなく、さらにナチ
期においてそれらがともに否定されて「民族共同体」へと
回収されていったという見解を示されました。そうなる
と、ここで市民社会の二つ目の大きな断絶が生じた可能性
を考えなければなりません（白川「二つの市民社会から民
族共同体へ」『視座』第3巻第6章）。この断絶が第二次世界
大戦後のドイツにおいてどのような展開を見せるのか、ナ
チ体制の消滅後、それ以前の市民社会が復活したのか、そ
れとも東と西で別々の市民社会が新しく成立したと考える
のか、もしそうなら東と西の関係はどうなのか、しかし、
東ドイツはそもそも市民社会と言えないのではないか、な
どなどいろいろ議論しなければならないことがあります。
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伊豆田さんは、先ほどのコメントで、東ドイツ社会が市民
社会に敵対的だったのか、それとも「遅れてきた」市民社
会だったのか、という大変刺激的な議論をされていまし
た。このことについてはのちほど言及したいと思います。
『視座』第3巻の中核論文である石田、川喜田論文「第二
次世界大戦後のドイツ」（第7章）では、戦後の西ドイツ社
会において新しい市民性（シヴィリティ）が出現してきた
という議論があります。これについて私は異議はありませ
んが、それは同時に長期的な過程として見る必要があっ
て、簡単に市民性が新規に成立・完結できたわけではない
と考えます。それは公的参加のあり方の変化からも明らか
です。1968年の学生運動に始まり、1970年代頃から既存の
市民活動、「Verein」や民間福祉団体といったものとは明
らかに異質な、草の根的な新しい社会運動や市民イニシア
チブが20世紀後半には叢生してきます。これは川﨑さんも
コメントの中でおっしゃっていました。これらの新しい参
加のあり方については当時賛否両論がありました。川﨑さ
んはその賛成の側の議論の例として「参加革命」という言
葉を紹介されましたが、そのように高く評価する動きも
あった一方で、消費社会批判と結び付いた否定的な見方も
ありました。このことについても後で触れたいと思います。
戦後西ドイツの市民社会の最初の画期点は、高度経済成
長期でした。そのときに決定的な役割を演じたのが、川﨑
さんが参考文献に挙げていらっしゃるヘルムート・クラー
ゲスという社会学者が言っている「価値転換（Wertewan-

del）」という現象です。経済的繁栄を背景に、それまで市
民社会を支えてきた価値観が大きく揺らぎ、1970年代を通
じてそのことに対し社会の中で危機意識が非常に高まって
いきます。労働社会の危機、社会国家の危機、「政治離れ
（Politikverdrossenheit）」、名誉職の危機といった指摘がなさ
れました。これらの危機を解決していくものとして、1980

年代、特にコール政権期に入ってから新しい市民の参加の
類型である社会運動やボランティア活動への注目が始まる
のです。
紀さんのコメントで、社会運動が想起の文化の盛り上が
りや市民社会の活発化と関係がしているのではないかとい
うご指摘がありましたが、私は全くそのとおりだと思いま
す。しかし、この社会運動や市民イニシアチブと市民社会
とを最初から同一視するべきではないと考えます。「対抗
文化」という言葉があるように、社会運動や市民イニシア
チブは戦後市民社会に対してあるところまでは批判的であ
り攻撃的でさえありました。これらの活動が市民社会を構
成するものとして認知され、また自らも積極的に市民社会
のコンポーネントとして参加していこうとするようになる
までに、かなりの時間を要しています。それが決定的にな
るのは、川﨑さんのコメントにあったハイネマン、シュ
ミットの発言のようなバックラッシュの時期を経て、「社

会運動社会」というような言葉が出現する1990年代以降だ
と私は考えています。
そのきっかけとなり、ドイツの市民社会を大きく変えた
のが、1990年の再統一以降の旧東ドイツ社会の統合問題で
した。「ベルリンの壁の崩壊はシヴィルソサイエティ（Zi-

vilgesellschaft）の勝利である」といった定式化が当時おこ
なわれましたので、旧東独にも市民社会が存在していたか
のように錯覚しますが、1990年代以降の統一ドイツにおい
て問題になったのは、明らかに旧東における市民社会の不
在という問題です。少なくともそれは西ドイツと同じもの
ではなかった。西なみの市民性をもつ社会をなんとかして
急速に根付かせないといけないのに、ソーシャル・キャピ
タルができてないとか、政治参加が低下しているとか、
様々な問題が浮上してきたのです。その対策として注目さ
れてきたのが、「市民的参加（Bürgerschaftliches Engage-

ment）」と呼ばれる各種の市民活動でした。
2000年代にはいると、とくに第1次メルケル政権の時期
ですが、この「Bürgerschaftliches Engagement」により重要
な役割を与え、活性化し普及させようとする「参加政策
（Engagementpolitik）」が強力に推進されました。参加政策
が狙ったのは、簡単にまとめますと、市民の行政依存と官
僚主義の克服でした。戦後西ドイツ社会国家の過剰な保護
を批判し、肥大化した「大きな国家」を改革して社会支出
を切り詰める。それと平行して、人々の自主性・自立性を
強調し、公的な領域への自発的な参加を奨励することで
ソーシャル・キャピタルを増進させ、それにより旧東ドイ
ツを含めて政治離れを食い止め、平松さんがまさにおっ
しゃっていた「自由民主主義（Freiheitliche Demokratie）」
を再興・拡散しようとしたのです。こうした市民的参加が
高く位置づけられ、活発に行われている社会こそが、「市
民社会（Bürgergesellschaft）」なのです。その一方で、こう
した政策理念や手法がネオリベラリズムの思想と深く関連
していることを忘れてはなりません。
この2000年代のドイツにおける市民社会の議論のなかに
は、市民の自主的な活動による公共の福利への貢献、それ
を通じた社会内部でのボランタリーな公共圏の構築といっ
た要素が含まれており、その限りで同時期の日本における
「新しい公共」の理論と重なるところが多くありました。
とはいえ、日本での議論や解釈に引き付け過ぎてはドイツ
特有の文脈を見失ってしまうおそれがあるのではないかと
私は考えています。
さて、川﨑さんからいただいた質問の2点目、移民社会
における市民性というものですが、これもきわめて重要で
す。「Engagementpolitik」においては、移民や難民をドイ
ツ市民社会に統合することの重要性が強調され、彼らを対
象とした活動を推進するだけでなく移民自身を市民活動の
担い手として位置づけ、働きかけていくことが重視されて
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はいたのですが、総じてあまりうまくいきませんでした。
同じころ、右翼ポピュリズムの台頭とともに移民・難民に
対する風当たりがドイツだけでなくヨーロッパ全体で強ま
りました。しかし、その一方で2015年夏以降の欧州難民危
機においては人びとの献身的なボランティア活動が「歓迎
の文化」と呼ばれ、盛んに称揚されました。これはどうい
うことなのでしょうか。歴史上初期の市民社会は、明らか
にコスモポリタン的性格を持っており、少なくとも理念上
はメンバーシップについてオープンな考え方をしていまし
た。しかし、その後市民社会が国民国家と軌を一にして発
展していくことにより、20世紀の前半の市民社会には国民
国家的性格が非常に強くなりました。そして、その中で市
民社会はそのメンバーシップの要件として「シチズンシッ
プ」という概念をつくり出しました。これは、けっして無
制限の包摂を意味するものではなく、時間や空間もしくは
なにがしかの価値や経験を共有していることが仲間である
印であり、そのような人たちとだけ行動を共にできるとい
う考え方です。この考えから市民社会における他者の排除
と包摂の様々なパターンが出て来ていると考えられます。
しかし、同時にこの市民性のもう一つの要素として「公共
の福利」や「連帯」への志向もあります。現実には、この
両者の力関係のバランスがどのように傾くかによって、市
民社会の他者に対する姿勢が変動するのであり、また同時
にそこには「多文化共生社会」や「ヨーロッパ市民社会」
への可能性も見出すことができるだろうと思います。
最後に、消費社会と市民社会の関連について触れたいと
思います。1960年代以降の西ドイツの高度経済成長期にお
いて、先ほど言いましたように社会の「価値変容」が注目
され、議論の対象になっていました。そのなかに、西ドイ
ツ社会が一定程度の豊かさが行き渡った「平準化された中
間層社会」になったことが、それまでの勤労と節制を旨と
する「市民的美徳の融解」を招き、労働をつうじてではな
く余暇と消費によって個人が自己主張する「余剰社会
（Überflussgesellschaft）」になってしまった、という指摘が
ありました。特に批判の的になったのは若者たちで、彼ら
はアトム化されて他者と繋がろうとせず、出世にも責任あ
る地位にも興味がなく、あるかぎりの選択肢をとことん利
用しようとする「ひとりよがり（Ichling）」のエゴイスト
人間になってしまった、などと言われたものです。ドイツ
の市民社会論は、このような消費社会化の結果、崩壊しつ
つある社会をどうやってつなぎ直すかという取り組みとし
て展開してきたと理解することができるでしょう。市民社
会に関するドイツの議論を見ていると、現状肯定と現状批
判が入り乱れる、非常に政治的な言説が多いのはそのため
と思います。
この消費社会批判と市民性をめぐる議論は西ドイツに特
有の現象でしたが、東ドイツでもやはり1970年代以降何ら

かの「価値変容」が生じていたのではないかと考えること
が可能です。これは伊豆田さんからのコメントへの反応と
いうことになりますが、東ドイツが安定成長を達成してい
た1960年代から1970年代にかけての時期、東独政府は国民
からの要求に何らかの形で応答し、それに対応していくこ
とが可能でした。そのなかで、伊豆田さんがおっしゃった
「東ドイツ的な公共性」、もしくは市民性の特殊東独的なあ
り方が形成されてきたと考えられます。しかし、その後
SED指導体制は次第に強まる国民からの生活要求に答え
られなくなっていきました。それが最終的に東ドイツ国家
への崩壊に至ったのではないでしょうか。私からは以上で
す。

平松　はい、辻先生どうもありがとうございました。それ
では最後になりますが、石田先生から一言リプライのほう
お願いできればと思います。

石田　はい、本日は素晴らしい刺激的なコメントと示唆に
富むリプライ、まことにありがとうございます。お話をう
かがっていて、少し気になったことをいくつかお話しをさ
せていただきます。伊豆田さんが言われた点、どれも興味
深く思いましたが、ご指摘の問題には各論文の執筆時期の
ズレが関係していると思います。最初の原稿を受け取って
から最終的に刊行されるまで長い時間がかかったことが原
因ですが、特に第三巻はばらついています。例えば井関さ
んの論文は最後にバージョンアップしていただいたので、
アップデートされていますが、ヤラウシュさんの論文は、
かなり前のものでして、両者には15年以上のタイムラグが
あります。問題意識も変化しますので、その違いを楽しみ
ながら読んでほしいと思います。論文もその意味である種
のドキュメントですよね。
「壁龕社会」という言葉ですが、これは私が若かったこ
ろ、つまり冷戦期から東西ドイツが統一したころ、しきり
に使われた言葉でして、それを実証研究が進んだ現段階で
使うのはおかしいというのは、そのとおりだと思います。
伊豆田さんのお話で、東ドイツの市民社会が敵対してい
たのは、SED政権だったのかという問いがありましたが、
それに関連してひとつ疑問が生じます。市民社会という考
え方には、自由で自立した平等な個人によって成り立つ社
会という原則あるいは理念、理想があります。ここで自立
した個人という場合、当然自分で食っていけるという経済
的自立と、それを保証する一定の財産ないし私的所有が前
提となるわけですが、そもそも私的所有に制度上の制限が
課されていた東ドイツで、こうした市民社会が語れるの
か、語れるとしたら、そこにはどんな条件がつくのかとい
う問いです。確かにご指摘のように、例えば文化同盟に参
加する個人がそのメンバーとして「市民的な活動」を続け
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ていたということや、東では西以上に「市民的道徳
（bürgerliche Tugend）」が維持されていたという点はまさに
そのとおりですが、そのようなこと以上に東ドイツの「市
民社会」を特徴づけるものがあるとすれば、それは何なの
か、疑問が残ります。
それから川﨑さんのご指摘に関連してですが、もし今回
のプロジェクトに不足、問題点があるとすれば、それは労
働者世界の問題がすっぽり抜け落ちてしまっている、「労
働者文化（Arbeiterkultur）」が提起する問題を素通りして
しまっているということです。たしかに労働者であって
も、自立した個人として市民社会を担う、あるいはそれに
統合されることは当然あるのですが、実際の歴史を見れ
ば、労働者は労働者としてアイデンティティを持ち、労働
運動の現場では市民層と激しく敵対する時代が続いたわけ
です。今後は、その辺りのことも視野に入れて市民社会論
の射程を広げていく必要性があるように思います。 

次に紀さんが言及された近代の両義性の話ですが、私も
初めてこの議論に接したとき、つまり1980年代末から1990

年代前半にかけてですが、ジグムント・バウマンやデトレ
フ・ポイカートを読んだとき、「目から鱗」ということが
正直ありました。ただ、それから30年以上が経ち、近代の
負の側面をいやというほど見せつけられて、こればかりを
強調しても説得力、リアリティがないと思うようになりま
した。近代の負の論理だけでは説明のつかないものがたし
かに多々あり、それを具体例に即して見ていく必要がある
のだと思います。
長澤さんのお話は、日韓関係をはじめ東アジアの歴史問
題との比較研究の可能性を示すもので、興味深く聞いてお
りました。ご指摘のあった文化財の返還、略奪文化財に関
しては、近年ドイツでも同様のことが起きており、詳しく
は申し上げられませんが、去年12月、ベルリンにフンボル
トフォーラムという新しいミュージアムがオープンした
際、その所蔵品に旧ドイツ植民地からの略奪文化財がある
と指摘され、物議を醸しています。
最後になりますが、斎藤さんは、「特有の道」論の相対
化を通じて、ドイツ史の見方の何が変わるのかと問われた
ように思います。私にとって「特有の道」論というのは、
ある意味で戦後ドイツの「過去の克服」の一環でして、こ
の議論を牽引したヴェーラーら若手歴史家世代が、自国史
を批判的に捉える視座を提示したものです。その念頭に
は、なぜイギリスやフランスではなく、ドイツにナチズム
のような野蛮な独裁体制が成立したのかという切迫した問
いがあり、その答えを彼らは19世紀史、特にドイツ帝国の
歴史に求めたわけです。たしかに歴史における連続性の発
見は重要で、刺激的でしたが、歴史は決して一本道を直線
的、必然的に進むものではなく、無数の偶然と無数の選択
の結果の産物です。「1933年1月30日」（ヒトラーが首相に

任用された日）も、それを回避するチャンスと選択肢は時
間とともに次第に失われていきますが、最後までそれは不
可能ではなかった。ヴァイマル共和国にしても、ドイツ帝
国にしても、その延長上にヒトラー独裁が立ち上がると見
通せた者などまずいなかったと思います。ドイツ近現代の
歴史を「1933年1月30日」に収斂させる形の説明は、いま
の歴史学の関心事ではないように思います。
今回、三巻本がようやく完結して、ほっとしています。
各巻には難点があり不十分な点も多々ありますが、本日の
ご指摘を踏まえて、今後に共同研究に活かしていきたいと
思います。これから若い世代の皆さんが5年後、あるいは
10年後、新たな視座のシリーズを出していかれることを、
私はひそかに願っております。以上です。

平松　はい、石田先生ありがとうございました。これから
全体ディスカッションということを考えておりましたが、
ディスカッションする時間が少なくなってきたということ
ですので、フロアからいただいた質問に答えるような形で
最後あと5分ぐらいですが、お話、ディスカッションのよ
うなものができればいいかと考えています。
それに関連しまして、実はこの日独共同大学院プログラ
ムというのは、ハレ大学との共同プログラムで、その中で
東ドイツというのを市民社会論の中でどのように組み入れ
て考えていくのかとハレ大学のほうで非常に大きなテーマ
になっていたところがあります。その関連で、ハレ大学で
日独共同大学院のコーディネートをされた方ですが、ティ
ノ・シェルツさんから質問をいただいているということ
で、伊豆田さん、もしよろしければ簡単にご紹介いただけ
ますか。

伊豆田　はい、短く紹介します。私のコメントに少し批判
的なコメントをいただきました。1点目は東ドイツにおい
てブルジョア的なもの、ビュルガーが高く評価されていた
と言ってしまいましたが、それはあくまで過去の事象で
あって、東ドイツ国家というのはあくまでブルジョア的な
文化とは距離を置いていたのだという、基本的なご指摘は
ごもっともですし、石田先生のご指摘も含めてごもっとも
です。ただ、私が今回お話した理由を補足すると、文化シ
ステムとしての市民という概念を所有や物質的なものに還
元せずに議論したときに文化としてトランスファーしたの
ではないかということです。東ドイツにも受け継がれたの
ではないかという意味でティノさんにはお伝えしました。

2点目はニッチ社会論に対する批判で、プライベートに
人々が政治について話をしていたが、それはプライベート
なのであるというご指摘をいただきましたが、これについ
ては日本での研究状況がドイツには恐らく伝わっていない
ので補足します。たとえば、東ドイツには「Eingabe」、請
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願というシステムがあります。国家、社会そのものが市民
からの要望に答えなければいけないという社会だったの
で、プライベートというのは内に引きこもっているもので
はなくて、「Öffentlich」なものであって、「Staat」に直接
つながっていたということです。1番目の指摘は東ドイツ
のブルジョア的文化の話で、2番目はニッチ社会論のほう
がいいという議論もあると言われたのに対するコメントで
した。以上です。

平松　ありがとうございます。市民社会と公共性国家の問
題というのを考えていく上で、やはり東ドイツ、それから
西ドイツを対比させながら考えていくということに有用性
を新たに認識できたかと思います。
フロアからの質問一つ、東ドイツに関係する質問が多
かったのですが、今までの編者からのリプライでおおよそ
のところは答えられたかと思います。1点、法的道義的な
問題ということで、道義的なことというのは法的なことよ
りも拘束力であったり、本質的なところなのではないかと
いう質問です。これ、例えば宗教性の問題、宗教的な義務
感というのは、価値観をともにする共同体などにあって
は、法的なものよりも縛りが強かったり、責任が強かった
りという側面もあるかと思いますが。その点から少しコメ
ンテーターあるいは編者のどなたかからリプライいただけ
ればありがたいと思いますが、いかかでしょうか。

紀　道義の問題については、私のコメントのところで話を
出させていただいたので、少しだけ発言させていただけた
らと思います。そのような見解があるということで、私も
今回このご質問をいただいて非常に勉強になりました。私
が見ているドイツの強制断種・「安楽死」の問題に関して
いえば、ある被害者団体は法的に責任や義務を認めてくれ
ないと、既に法的に認められている他の被害者グループと
自分たちが同権化されないので、法的に明確に認めるとい
うことが重要なのだと主張しています。そのため道義的と
いうよりも法的にという方に重きが置かれているという状
況ですが、それに対して道義的なことのほうがより重要だ
という主張や議論が、被害者側あるいは政府の側からある
のかどうかは、今のところ私は見たことがありませんの
で、今後意識して調べていきたいと思います。ありがとう
ございました。

平松　どうもありがとうございます。他、長澤先生、なに
かご発言されますか。

長澤　日本政府が従軍慰安婦の問題について追加措置とし
て、1995年に財団法人のアジア女性基金を設立し、それか
ら2015年にも日韓の政府が慰安婦合意というもので、追加

の資金を払っていますが、それはあくまでも道義的という
措置で対応していて、それは法的ではないという意味で、
道義的責任という対応をしています。これはホームページ
や政府の見解としても道義的責任ということをあえてう
たっています。これは、法的な責任ということを言うと、
植民統治自体が法的に違法であり責任があるということに
なるので、1965年の日韓国交正常化以降の韓国に対する対
応については道義的ということで対応しています。そのた
め、それに対して、韓国政府というよりは韓国の市民団体
からは法的な対応をしてほしいということも言われていま
す。以上です。

平松　はい、ありがとうございます。まだまだ議論したい
こと、テーマ、たくさんあるとは思いますが、残念ながら
時間のほうが参りましたので、リプライ、ディスカッショ
ンの部は終了させていただきたいと思います。それでは最
後に閉会のあいさつということで、川喜田先生よろしくお
願いします。

川喜田　本日のシンポジウムで取り上げた『現代ドイツへ
の視座』というシリーズは、編集に関わった者が皆、東京
大学大学院総合文化研究科、しかも、ドイツ・ヨーロッパ
研究センターが中心的に運営に携わる日独共同大学院プロ
グラムの関係者であったということで、今回、私どもドイ
ツ・ヨーロッパ研究センターで、この完結記念シンポジウ
ムを開催することになりました。
全3巻からなる本シリーズに目を通して、本当に丁寧に
ご準備いただき、講評をしてくださった5人の評者の先生
方には、あらためて御礼を申し上げたいと思います。ま
た、本日はオンラインでの開催となりましたけれども、多
くの方々に関心を持ってお集まりをいただき、大変うれし
く思っております。シンポジウムにご参加くださった皆さ
まにおかれましては、あっという間ではありましたが、長
時間にわたってお付き合いくださいまして、誠にありがと
うございました。
実は、本日は、シリーズ『現代ドイツへの視座』を出版
してくださった勉誠出版から、後半2巻をご担当くださっ
た編集者の吉田さんが、日曜日であるにもかかわらず、ご
参加くださっています。長期間にわたるプロジェクトとな
りましたけれども、完結までお付き合いくださった勉誠出
版に、この場を借りまして、あらためて御礼を申し上げた
いと思います。
そして、シンポジウムの途中で先ほどご紹介がありまし
たように、日独共同大学院プログラムの運営にドイツ側か
ら携わったティノ・シェルツさんがドイツからシンポジウ
ムにご参加くださいました。シェルツさんはシリーズの中
にも論文をお寄せくださっていますけれども、ドイツ側の
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参加者の協力なくして、この論文集は成立し得なかったと
思います。シェルツさんに対しても、このシリーズを、そ
して大きな実績を挙げた日独共同大学院プログラムをとも
に支えてくださったことについて、御礼を申し上げたいと
思います。
東京の感染状況もだいぶ落ち着いて、徐々にかつての教
育、研究、交流の形を取り戻すことができるかもしれない
と思われた矢先に、またしても新たな状況の変化によっ
て、入国規制が厳格化されることになりました。留学生を
日本からドイツに送り出すことはどうにかできております
けれども、ドイツから日本に留学生を受け入れることも、
研究者の滞在を受け入れることも、ましてや、かつてのハ
レ大学との日独共同大学院プログラムのときのように、お
互いに招待しあって共同セミナーを行うことも、この先、
一体いつになったらそれが再び可能になるのか、また先が
見えなくなってしまいました。
私どもはこの間もオンラインで、できうる限りの国際交
流を展開してまいりました。他方で、国際交流において、
海外渡航を伴う対面によるコミュニケーションがオンライ

ンでは代替することのできない実りをもたらすものである
ことも、深く実感しています。本日、日独共同大学院プロ
グラムの成果として刊行されたシリーズ『現代ドイツへの
視座』について議論する場をもって、この次の、そしてそ
の次の成果に向けて、その担い手となるであろう若い世代
が育つためにも、少しでも早く、かつての交流の形をもう
一度手にしたいと、あらためて強く思った次第です。
しばらくは困難な時期が続くかもしれませんが、皆さま
にまた成果をお目にかけることができるよう、私どもとし
ても工夫しながら、日本とドイツの間の学術的な連携を保
つために努力してまいりたいと思っております。今後もド
イツ・ヨーロッパ研究センターの企画にご参加いただける
よう、次はオンラインになりますか、対面になりますか、
同じ時間を共有する機会がまた得られますことを楽しみに
お待ち申し上げております。本日は誠にありがとうござい
ました。
それでは、これにて本日のシンポジウムを閉会といたし
たく存じます。本日はご参加いただきまして、本当にあり
がとうございました。 （了）
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